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近年，医療ガスの取り扱いに関して重大な事故やヒヤリ・ハット事例が報告されている．こ
の現状から医療ガス安全管理について2017年９月６日医政発0906第３号が新たに通知されまし
た．主な内容は医療ガス安全管理委員会を設置することと始業前点検，日常点検，定期点検が
具体的に示され，日常点検，定期点検については記録と保存２年間が義務化されました．「医
療ガスの安全」については，昭和63年７月15日健政発410号厚生省健康政策局長通知「診療用
に供するガス設備の保守管理について」に「医療ガス安全管理委員会」の設置が求められ，日
常点検，定期点検，年２回の会議を義務付けられているが今回の通知により旧通知は廃止され
ました．新通知では委員会のメンバーの見直しがなされ医療ガス設備管理者と臨床工学技士が
正式に明記されたことで，実際に医療ガス設備を管理している者から具体的な設備工事，改修
工事，修理などの情報を医療従事者と情報共有できることとなり，これまで以上の安全管理が
出来るようになりました．

一方，現在の医療機関では，医用テレメータ，無線LAN，無線式ナースコール，携帯通信
端末機などの多種多様な電波利用機器が活用され，患者や医療従事者などは多くの恩恵を受
けており，今後も医療機関内での電波利用は益々親展していくことが十分予想されます．し
かしながら，医療機関での電波の利用や管理が適正に行われていない場合には，医療機器に
電磁干渉などのトラブルを発生させることや高度なICT（Information and Communication 
Technology：情報通信技術）を導入や運用する場合に弊害を来す可能性があります．そのため
平成28年４月には，電波環境協議会から「医療機関において安心・安全に電波を利用するため
の手引き」が公表され，平成29年６月には「医療機関における電波利用規定（例）」について
も公表され，医療機関での電波利用についての取り組みが急速に進みつつあります．限られた
電波という資源を有効的かつ効率的に運用し，安心・安全な医療を遂行するためには，医療現
場での工学分野を担当する臨床工学技士が大変重要であり，その中心的な役割を担うものと考
えます．

公益社団法人日本臨床工学技士会は，2007年６月に「医療機器の保守点検に関する計画の策
定及び保守点検の適切な実施に関する指針」Ver1.02を策定し，2013年７月に「医療機器安全
管理指針」第１版として改訂を行いました．2014年10月には，医療機器の安全教育指針として
「医療機器安全管理指針Ⅱ－適正使用のための研修－」を策定し，加えて2016年２月には，「医
療機器を介した感染予防のための指針」を策定しました．また，2017年２月には，「臨床工学
技士業務領域における医薬品等の調整・使用管理指針」を策定し，そして，この度2018年３
月に「医療機器安全管理業務における医療ガス及び電波の利用に関する指針」を策定致しまし
た．これらの指針を基に医療安全・医療機器の保守点検と操作・感染対策・医薬品管理・医療
ガス及び電波などに重点を置いた体制の整備を行い，各施設において安全で質の高い医療提供
がなされることを切にお願い申し上げます．

　　　平成30年３月
公益社団法人　日本臨床工学技士会

理事長　本間　崇

　  「医療機器安全管理業務における
　  医療ガス及び電波の利用に関する指針」発行にあたり
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針

Ⅰ－１　はじめに（経緯）
医療ガス設備は，医療法（昭和23年厚生省令第50号）施行規則第16条第１項第１号に診療の用に供

する電気，光線，熱，蒸気又はガスに関する構造については，危険防止上必要な方法を講ずることと
し，さらに医療法施行規則第１条の11第１項第３号で医療機器に係る安全管理のための体制確保に係
る措置でロ．従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施．と記されている．このことか
ら医療施設では診療に関わる全てに安全に使用することを義務づけている．

しかし，近年では医療ガスの取扱いに関して重大な事故やヒヤリ・ハット事例が報告されている現
状から医療ガス安全管理について平成29年９月６日に医政発0906第３号が厚生労働省医政局長から発
出された．そこには「医療ガス安全管理委員会」がおこなう医療ガス設備の保守点検業務，医療ガス
に係る安全管理のための職員研修に関して具体的に示された．そして，この通知をもって旧通知「診
療の用に供するガス設備の保安管理について」（昭和63年７月15日付け健政発410号厚生省健康政策局
長通知）は廃止となった．

Ⅰ－２　医療ガスの利用に関する基礎知識
医療ガスとは酸素，亜酸化，窒素，治療用空気，吸引，二酸化炭素，手術機器駆動用窒素等が定め

られている診療所などでは酸素投与する時に酸素ボンベが広く利用されている．さらに医療施設の規
模が大きくなれば，ガスボンベによる対応では容量が不足となることもあるのでボンベに代わる液化
酸素貯槽を設置し供給システムの配管を通して各医用室に送っている．これら，酸素ボンベや医療ガ
ス設備を安全に利用するための体制と運用について述べる．
１）医療ガス（医薬品）

医療ガス配管設備は１）JIS T 7101でa.酸素，b.亜酸化窒素，c.治療用空気，d.二酸化炭素，e.混
合ガス，f.酸素濃縮器，g.手術駆動用空気，h.手術機器駆動用窒素，i.吸引，j.麻酔ガス排除，k.非
治療用空気が医療ガスと規定されている．また，ボンベに充填されている酸素，二酸化炭素，亜
酸化窒素，窒素は「医薬品医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」の日本
薬局方により規定され，さらに工業用と医療用に区別されている．また，一酸化窒素，液化窒素，
液化酸素，エチレンオキシドは（局方外医薬品）に指定されている．医療用，工業用の酸素はど
ちらも性状には変わりはない．だが確認試験，純度試験，定量法は工業用にはない項目が日本薬
局方に収載されている．よって医療用ガスは全て医薬品として扱われているので工業用では使用
はできない．
⑴　日本薬局方医薬品

① 酸素：本品は定量するとき，酸素（O2）99.5vol％以上を含む．本品は無色のガスで，にお
いはない．本品１mLは温度20℃気圧101.3kPaで水32mL又はエタノール７mLに溶ける．本
品1,000mLは温度０℃，気圧101.3kPaで約1.429gである．本品は支燃性である．

② 亜酸化窒素：本剤は亜酸化窒素99.0vol％以上を含む．室温，大気圧下において無色のガスで
においはない．耐圧金属製密封容器に充填された液化高圧ガスである．

③ 二酸化炭素：本品は定量するとき，二酸化炭素（CO2）99.5vol％以上を含む．本品は高圧ガ
ス容器に充てんされた「液化ガス」で，室温，大気圧下において無色のガスでにおいはない．

④ 窒素：本品は定量するとき，窒素（N2）99.5vol％以上を含む．無色のガスで，においはな
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い．不活性であり，空気中では燃えない．
　◆日本薬局方酸素と混合し，合成空気として使用する．
　◆注射剤等の製造に際し，酸化防止のための不活性なガスとして使用する．
⑵　日本薬局方外医薬品

① 一酸化窒素：一酸化窒素は室温において無色のガスであり，水素と共に熱したときのみ燃焼
する．

② 液化窒素：本品は無色の低温液体でありにおいはない．本品１Lの重量は，温度－196℃気
圧101.3kPaにおいて0.808kgである．本品をガス状としたものは，日本薬局方窒素に適合する．

③ 液化酸素：気化設備を用いて気化し，日本薬局方酸素として使用する．酸素欠乏による諸症
状の改善．

④ 酸化エチレン：無色透明の液化ガスで，水に溶け易い．
⑶　その他医療で使用するガス

① ヘリウム：分子量が小さく密度は酸素の１/８以下であり，ガスの移動に抵抗が少ないこと
からIABPの駆動ガスと使用されている．

② 合成空気：液体酸素と液体窒素ガスを混合して人工的に酸素21％，窒素78％の濃度に調整し
て使用する．コンプレッサから供給される圧縮空気よりクリーンで塵埃，有害ガス，細菌な
どはない．

③ 駆動用空気：大気をコンプレッサで圧縮し不純物や除湿をしてから供給するが合成空気のよう
なクリーン度は期待できない．多くの医療施設では圧縮空気はコンプレッサで製造されている．

２）医療ガス設備
医用室に酸素ガスを供給する為には医療ガス設備からガス配管を通して供給している．特定

のガスだけが供給され，配管末端からはガス別特定コネクタによって取り出され使用されてい
る．医療ガス設備は適切な材料を使い，正しく設備施工され，安全なガス供給されるように運営
がなされなければならない．これは全てJIS T 7101「医療ガス配管設備」で規格されている．特
に医療ガス配管設備の設置・施工は，国又は地方自治体で定める建築基準法，消防法，電気工事
法，高圧ガス保安法などの法令，条例を基に，これら条件を満たした設計図書を作成しなければ
ならないことになっている．
⑴　規格の適応

医療ガス設備の範囲は医療機関の酸素をはじめ吸引，及び麻酔ガス排除の配管設備が含まれ
る．医療ガスは連続供給が確実に行われるよう設計，設置，据え付け，表示，性能，記録，
試験，検査を規定し，これら供給設備，送気配管，制御機器，監視，警報設備である．JIS T 
7101にて下記の医療ガスが指定されている．
①酸素
②亜酸化窒素
③治療用空気
④二酸化炭素
⑤混合ガス
⑥酸素濃縮空気
⑦手術機器駆動用空気
⑧手術機器駆動用窒素
⑨吸引
⑩麻酔ガス排除
⑪非治療用空気
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⑵　ガス供給設備
①医療ガス設備を構成する装置

医療ガスは連続して安定かつ中断なく供給されなければならないので供給設備は２つの独立し
た供給設備をもたなければならない．医療ガス配管設備の規格では３つの独立設備であることが望
ましいと記載されている．その供給設備は以下に示すものの組み合わせでもよいことになっている．

◆ボンベを使用する供給装置
◆可搬式超低温液化ガスを使用する供給装置（LGC）
◆定置式超低温液化ガス供給装置（CE）
◆空気圧縮機を使用する供給装置
◆混合ガス供給装置
◆酸素濃縮装置
◆吸引供給装置
◆麻酔ガス排除装置（AGSS）

②供給能力
医療ガス供給設備の供給能力は推定使用量及び配送の頻度は施設ごとに考慮する必要があ

る．第一供給源，第二供給源および予備供給源の備蓄量，並びに設置場所，貯蔵する充填容器
の本数は医療施設の責任者または医療ガス安全管理委員会等で話し合うこと．

３）医療ガス安全管理委員会
医療ガス安全管理について2017年９月28日　医政発0906第３号が新たに通知された．主な内容

は医療ガス安全管理委員会を設置すること（Ⅰ－８　別添１「医療ガス安全管理委員会について」
参照）．始業前点検，日常点検，定期点検が具体的に示され，日常点検，定期点検については記
録と保存２年間が義務化された．「医療ガスの安全」については，昭和63年７月15日健政発410号
厚生省健康政策局長通知「診療の用に供するガス設備の保守管理について」に「医療ガス安全・
管理委員会」の設置が求められ，日常点検，定期点検，年２回の会議を義務付けられているが今
回の通知により旧通知「医療ガス安全」は廃止された．

◆新通知における医療ガス安全管理委員会の構成職種について
人工呼吸器や麻酔器，吸引などを用いて治療を行っている医療施設では，医療ガス安全管理委

員会を設置することとなっており，すでに昭和63年７月15日健政発410号厚生省健康政策局長通
知）で体制が義務化されていたので，新たに委員会を設置することはない．ただ委員会のメンバー
の見直しで医療ガス設備管理者を参加させる必要がある．

新通知 旧通知
①医師又は歯科医師 ①医療施設の長又は命を受けた者
②薬剤師 ②医師又は歯科医師
③看護師 ③薬剤師
④臨床工学技士 ④看護婦
⑤医療ガス設備管理者 ⑤事務職員
⑥　　　― ⑥その他（臨床工学技士等）

新通知では医師又は歯科医師，薬剤師，看護師，臨床工学技士及び医療ガスに関する構造設備
（以下「医療ガス設備」という．）の管理業務に従事する職員を含めること．旧体制との大きな
違いは，医療ガス設備を管理している者を委員会に参加させることになった．このことで，実際
に医療ガス設備を管理する者から具体的な設備工事，改修工事，修理などの情報を医療従事者と
情報共有できることとなった．これまで以上の安全管理ができるようになった．
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Ⅰ－３　医療ガスに係る安全管理のための体制
１）医療ガス設備の保守点検業務

◆始業点検　記録不要　→　接続前にアウトレットの確認（医療従事者）
◆日常点検　記録保存　→　医療ガス設備，医療ガスボンベなど（医療ガス管理従事者）
◆定期点検　記録保存　→　医療ガス設備（医療ガス管理従事者）
⑴　始業点検

アウトレットに医療機器を接続する前と接続した後に確認することが決められた．これは医
療従事者がおこなわなければならない点検であり，一般的には看護師が関与する点検項目であ
る．医療施設では職員研修として周知しなければならない．
①外観上の異常がないこと．
②ロック機能に異常がないこと．
③ガス漏れの音がしないこと．
④医療ガスの種別の表示（記号，名称，識別色等）が明瞭であること．
⑤配管端末器（アウトレット）に，使用していない機器等が接続されていないこと．

日常点検及び定期点検については，点検作業の記録を作成し保存すること．また，点検作業
の終了後は，医療ガス設備が正常に動作することを確認すること．なお，保守点検業務に当
たっての留意事項については，Ⅰ－８　別添２　「医療ガス設備の保守点検指針」を参照する
こと．
⑵　日常点検

① 日常点検は，１日１回以上実施すること．なお，高圧ガス容器の交換時又は供給設備への医
療ガス補充時にも同様の点検作業を実施すること．

② 日常点検は，警報表示盤，供給設備（マニフォールド，定置式超低温液化ガス貯槽（CE），
圧縮空気供給装置及び吸引供給装置）のそれぞれに対し，様式１－１から様式１－３まで，
に示すチェックリストに準拠して実施すること．

③ 日常点検後に，点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で，かつ所定の機能が復旧し
ていることを確認すること．

⑶　定期点検
① 定期点検の実施に当たっては，病院等内の関係する各臨床部門の職員に対して，実施日程と

実施内容を周知徹底すること．
② 定期点検は，配管端末器（アウトレット），区域別遮断弁（シャットオフバルブ）及び供給

設備（マニフォールド，定置式超低温液化ガス貯槽（CE），圧縮空気供給装置及び吸引供給
装置）のそれぞれに対し，様式２－１から様式２－６まで，に示すチェックリストに準拠し
て行うこと．また，点検作業の間隔についても，これらの様式に準拠すること．

③ 点検作業のため，医療ガス設備の一部を一時閉止する際は，関係する区域の各臨床部門の職
員と事前に十分な打合せを行うこと．また，医療ガスを停止した区域別遮断弁（シャットオ
フバルブ）又は主遮断弁（メインシャットオフバルブ）及びその系統全ての配管端末器（ア
ウトレット）に，「使用禁止」等の注意表示を付すること．

④ 定期点検後に，点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で，かつその所定の機能が復
旧していることを確認すること．

２）医療ガス設備工事
医療ガス設備の工事にあたっては，医療ガス設備に用いられる機材を医療ガスの種別により特

定化し，医療ガスの種別の容易かつ確実な判別を可能とすることによって，種別の異なる医療ガ
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ス間の非互換性を確保し，誤接続を防止すること．また，工事完了後の臨床使用に先立って適切
な確認を行うこと．なお，工事の施工監理業務に当たっての留意事項については，Ⅰ－８　別添
３「医療ガス設備の工事施工監理指針」を参照すること．
３）医療ガスに係る安全管理のための職員研修

病院等の職員に対する医療ガスに係る安全管理のための研修においては，酸素ボンベと二酸化
炭素ボンベとの誤認や取違えなど，医療ガスに係る装置の誤接続に起因する事故やヒヤリ・ハッ
ト事例が散発していることを考慮して，医療ガスの安全管理に関する基本的な考え方及び事故防
止の具体的方策について周知徹底すること．また，当該病院等において医学管理を行っている患
者の居宅その他病院等以外の場所で使用される医療ガスの安全管理についても，適切に研修が行
われるよう十分に留意すること．なお，職員研修の実施に当たっては，Ⅰ－８　別添４「医療ガ
スに係る安全管理のための職員研修指針」を参照すること．この指針は，医療ガスの安全管理に
関する知識の普及及び啓発のための研修を，医療ガス安全管理委員会が，病院及び患者を入院さ
せるための施設を有する診療所内の各臨床部門の職員に対して実施するに当たって，留意すべき
事項を示すものである．なお，患者を入院させるための施設を有しない診療所については，委員
会の設置は要しないこととするが，本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガスに係る安全管理のための
職員研修を実施すること．
４）医療ガスボンベの安全管理
⑴　医療ガスボンベの安全管理に関する留意点

① 単独で医療機器に接続して使用する高圧ガス容器（以下「ボンベ」という．）の使用に当たっ
ては，医薬品ラベル等で，医療ガスの種類を確認することにより，目的とする医療ガスが正
しく医療機器等に接続されていることを確認すること．なお，日本麻酔科学会，日本医療ガ
ス学会及び日本産業・医療ガス協会三者合同会議の合意事項として，医療ガス誤認防止を目
的とし，医療用ガスボンベのガス種を確認する際には，まず，医薬品ラベル医療用小型ボン
ベに関しては，二酸化炭素ボンベ（2.2kg）については燈色，酸素ボンベ（500L）について
は白色による確認を行うことが推奨されている．

② 医療ガスの種類によって，高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に基づき容器保安規則（昭
和41年通商産業省令第50号）で規定されるボンベの塗色と，日本工業規格（JIS）「医療ガス
配管設備　JIS T 7101」で規定される医療ガス設備の識別色に違いがあることを理解するこ
と．特に，酸素ボンベの塗色の違いに留意し，二酸化炭素ボンベとの誤認・取り違えを防ぐ
こと．

③ ボンベの使用に当たっては，容器弁（ボンベバルブ）と圧力調整器との接続部位を含め，医
療ガスの患者への投与経路における全ての接続部位について，着脱するごとに，正しい医療
ガスが患者に投与されていることを確認すること．

④ ボンベ内のガス残量の確認方法及び使用可能な時間の判断方法を理解すること．
⑤ ボンベの長期留置又は放置による事故の発生及び空ボンベの誤使用を防止するため医療ガス

納入業者と協議の上，納入時期を明示するなどして定期的にボンベの点検及び管理を行うこと．
⑥ MRI室へ磁性体のボンベ，ボンベ運搬車，流量計等を持ち込まないこと．
⑦ 停電，断水等の不測の事態及び地震，洪水等の災害の発生に備え，適切な貯蔵量を確保する

こと．
⑵　医療ガスボンベの保管及び使用の方法に関する留意点

①保管方法
医療ガスボンベの保管及び使用の方法に関する主な留意点を示す．なお，ボンベの保管及び

使用に際しては，高圧ガス保安法を遵守すること
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◆ 充填されたボンベと空ボンベを区別して，ボンベ保管場所に保管すること．また，種別が
異なる医療ガスのボンベは，区別して保管すること．

◆ ボンベ保管場所には，計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと．また，酸素，亜
酸化窒素等支燃性ガスのボンベの保管場所の周囲２m以内においては，火気を使用せず，
引火性又は発火性の物を置かないこと．

◆ ボンベは，直射日光の当たらない場所で，常に温度を40℃以下に保つこと．
◆ ボンベには，転落，転倒等による衝撃及び容器弁（ボンベバルブ）の損傷を防止する措置

を講じ，粗暴な取扱いをしないこと．
◆ エチレンオキシドガス等の可燃性又は毒性ガスのボンベは，風通しの良い場所に保管する

こと．
②使用方法

◆ ボンベの容器弁（ボンベバルブ）は，静かに開閉すること．
◆ 転落，転倒等による衝撃及び容器弁（ボンベバルブ）の損傷を受けないよう，粗暴な取扱

いをしないこと．
◆ 容器弁（ボンベバルブ）及び圧力調整器に油脂類を付着させないこと．
◆ 酸素ガスを使用する際には，設備（家庭用設備を除く．）の周囲５m以内において，喫煙

及び火気の使用を禁じ，引火性又は発火性の物を置かないこと．ただし，手術等医療行為
のために必要な場合にやむを得ず使用する場合は，使用流量に厳重な注意を払うこと．

◆ 使用後は，容器弁（ボンベバルブ）を閉じること．
５）災害時

JIS T 7101で医療ガス配管は，地震・火災・洪水・その他の原因で供給能力の失調を起こすこ
とを考慮しておかなければならないことから，措置要領は防災計画に組み込む必要がある．ま
た，適正ガスの充填されていることを確認するためのガスの同定試験も厳正に行わなければなら
ないことが規定されている．

（高倉照彦：亀田総合病院）
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Ⅰ－４　医療ガスにおける災害時の対策と対応について
平成21年６月に施行された改正消防法において，防災マニュアル（BCPに基づいた災害対応マニュ

アルともいえる）の内容を含む「消防計画」の提出が義務化されている．
BCPとは，一般企業や行政における「事業継続計画　Business Continuity Planning；BCP」がク

ローズアップされ，病院におけるマニュアルの再構築にも不可欠なものとして認識されるようになっ
た．震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う非常時優先業務を開始するための計画で，遂行
のための指揮命令系統を確立し，業務遂行に必要な人材・資源，その配分を準備・計画し，タイムラ
インに乗せて確実に遂行するためのものである．従来のマニュアルと違い，BCPのカバーする範囲は
広く，起こり得る事象に対して静的な事前の点検や準備をも含めたものである．病院の被災状況，地
域における病院の特性，地域でのニーズの変化に耐えうるものでなければならない．このために病院
機能の損失を出来るだけ少なくし，機能の立ち上げ，回復を早急に行い，継続的に被災患者の診療に
あたれるような計画（BCP）をもりこんだマニュアル作りが求められている２）．また，医療ガスが，
病院の重要なライフラインであることの認識を職員一人ひとりに定着させることが必要である．その
ためには，医療ガス安全管理委員会や医療安全推進室と連携し，各職種に対して日常的に使用する圧
力調整器，流量計，人工呼吸器などの正しい使用方法と使用前・使用中・使用後のチェックを適正に
行うことができ，同時に緊急時の対応が速やかに実施できる継続的な教育の実施が必要である２）．
１）防災マニュアルの内容２）

① 医療ガス災害対策体制
② 災害対策マニュアルの周知徹底及び訓練について
③ 緊急連絡網
④ 日常の医療ガス配管設備等の点検方法
⑤ 災害発生時の対応策
⑥ 医療ガスの供給停止方法
⑦ 緊急用医療ガスの供給停止方法
⑧ 緊急用医療ガス供給への切り替え方法
⑨ 医療ガス供給設備の被害状況の調査方法
２）BCPに基づいたマニュアルの作成（例）

① 外部の液体酸素の供給が途絶えたことを想定すると，どのくらいの備蓄がありますか？
② 院内の配管が損傷を受けた場合を想定して，酸素ボンベの備蓄はありますか？
③ 酸素ボンベの優先供給を受けるための契約または協定がありますか？
３）災害時の対応４）５）

① 医療ガスを使用している患者の安全確保
◆ 人工呼吸停止時にはバッグバルブマスクで換気
◆ 麻酔器停止時には麻酔器背面に設置されている酸素ボンベに切り替え
◆ 酸素療法中の患者に対する酸素供給は酸素ボンベに切り替え

② 医療ガス供給設備の緊急点検の実施
◆ 自施設管理部門による液体酸素CE（定置式超低温液化ガス貯槽　cold evaporator），マニ

フォールド，配管，機械室の緊急点検
◆ 医療ガス納入業者による緊急点検
◆  医療ガス安全・管理委員会メンバーや臨床工学技士による，院内アウトレットの点検，

シャットオフバルブでの漏れ点検
③ 病院内の酸素備蓄量の確認（JIS T 7101）
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◆ マニフォールドのLGC（可搬式超低温液化ガス容器　liquid gas container），ボンベ　⇒　
第１第２供給装置ともに７日分以上

◆ CE　⇒　満量の２/３が10日分以上
◆ 予備酸素　⇒　１日分以上

④ 予想酸素使用量の把握
◆ その時点で酸素を使用している患者数，およびその使用流量から計算する
◆ 災害時に患者が殺到した時には，どのくらいの酸素が必要になるか推定する

⑤ 酸素供給見込みの確認
◆ 管理部門が酸素供給見込みを納入業者に問い合わせる
◆ タンクローリーや酸素ボンベを積んだトラックが病院に到達できる交通状況であるか確認する
◆ タンクローリーから液体酸素タンクに酸素を補充するための電気を確保する
◆ タンクローリーから液体酸素タンクへの注入口，電源アダプタが合致しているか確認する

⑥ 酸素の節約
◆ 麻酔は低流量麻酔，静脈麻酔で行う
◆ 酸素駆動の麻酔器，人工呼吸器は使用しない
◆ 内臓タービンで換気継続できる人工呼吸器を使用する
◆ NPPV等の高流量の酸素を使用する療法は行わない

⑦ 酸素途絶時の対応
◆ 酸素供給源・酸素配管の損傷時　⇒　酸素ボンベの使用・逆走システムの使用

⑧ 集団災害用酸素吸入器
◆ 一つのアウトレットから多くの患者に酸素供給が可能な吸入器を使用

⑨ 緊急時のシャットオフバルブの閉鎖，開放
◆ シャットオフバルブ閉鎖操作実施者　⇒　医療ガス安全管理委員会委員，供給区域の責任者

（医長・師長・不在時の代理者）
◆ シャットオフバルブ閉鎖が必要な状況とは　⇒　医療ガス配管やアウトレットからガスが噴

出している場合　⇒　火災発生，または類焼の危険がある場合
４）医療ガス配管設備

① 供給途絶の対策
◆ 医療ガス備蓄量の増大（CE満量の２/３が推定使用量の10日分・ボンベマニフォールドは第

１・第２供給と７日分予備供給が１日分）
◆ 液化酸素貯槽（蒸発器・圧力計）の耐震
◆ マニフォールド用の大型ボンベ（7000ℓ .6000ℓ）は個別に固定を２か所のチェーン固定．ボ

ンベ運搬車の用意
◆ 通常配管端末器（アウトレット）は天井，壁にしっかり固定されている
　必要時以外は吸引器や加湿器は装着しない
◆ 予備供給装置のバックアップ設備（酸素濃縮器，人工空気製造システム）の検討
◆ コンプレッサ，吸引ポンプなどの防振架台もしっかりと固定する（上下・左右）
◆ 停電時のためにコンプレサ，吸引ポンプ専用のポータブル発電機の設置
◆ 非常時でのスペースの確保

② 火災を防ぐために
◆ ガスが滞留しない構造
◆ 保管は直射日光があたらない場所で，40度以下で換気の良い所
◆ 酸素保管場所は火気厳禁，換気の良い所
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◆ 消火器の設置
◆ 系統的に遮断できるように，シャットオフバルブ以外に分岐部に開閉バルブを接地する（開

閉札の明示）
◆ 漏れ検査の熟知
◆ 酸素濃度計，亜酸化窒素濃度計，各ガスの圧力計の準備

③ 物理的被害を防ぐために
◆ ボンベ庫（マニフォールド室）と機械室の分離（双方の干渉を防ぐ）
◆ 専用運搬車の用意
◆ 在宅酸素療法用の備蓄（デマンドバルブを含む）

５）緊急連絡網
◆ 災害発生時の活動を円滑・効率的に行うために各関係先との緊急連絡網と緊急連絡手段（携

帯電話・無線通信等）の確保
◆ 病院内関係部門
◆ 関係行政機関
◆ 地域関係機関（警察・消防，地域団体等）
◆ 医療ガス納入業者（緊急時の代行業者）
◆ 設備・機器の納入業者（保守点検業者・緊急時代行業者）

６）防災協定
◆ 支援活動を円滑にするために業者は行政と事前に話し合いをする
◆ 指示方法の確立
◆ 輸送手段の確保（誘導車両の派遣，緊急通行車両の事前届け出）
◆ 必要経費の負担
◆ 協定に沿った訓練を実施と供給可能な数量の確保
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Ⅰ－５　医療ガスと機器・機材
１）シャットオフバルブ

医療ガスを使用する医療機器には中央配管により酸素などが供給されている．医療ガスは連続
して安定かつ中断なく供給されなければならないため，JIS T 7101には２つの独立した供給設備
をもたなければならないとされている．通常，酸素ガスの供給が途絶えることはないが，区域別
遮断弁（シャットオフバルブ）の操作により，ガスの供給を強制的に停止させることが可能であ
る．シャットオフバルブの取り付け位置は，医療施設の構造によって違いがある．本来の使用目
的は，増改築による医療ガス設備の撤去や増設時にシャットオフバルブにて酸素などの供給を遮
断して配管工事や点検を行うためのものである．また，火災時など支燃性ガスである酸素が火災
を増長するのを防止するためのものでもある．シャットオフバルブの下流方向の区画で患者が避
難したことや，酸素使用者が居ないことを目視確認してからシャットオフバルブを使用すること
が重要である．医療ガスを使用する代表的な医療機器には，人工呼吸器，麻酔器，保育器などが
挙げられる．さらにMRIや凍結療法で使用する液体窒素などを含めるとその種類は多機種に及ん
でいる．
⑴　医療ガスを必要とする医療機器

① 人工呼吸器
② 麻酔器
③ 保育器
④ 高圧酸素治療装置
⑤ 凍結手術装置
⑥ 気腹装置
⑦ IABP
⑧ ガス滅菌装置
上記のうち医療ガスを配管端末器（アウトレット）から直接供給を受けて駆動する人工呼吸器

や麻酔器，保育器を除けば，医療ガスボンベからガス供給を受ける医療機器が多い．単独で医療
機器に接続して使用する酸素や二酸化炭素ボンベは，高圧ガス容器として扱われる．「医療ガス
安全管理」においては，医療ガス誤接続防止を目的として医療用ガスボンベのガス種を必ず確認
することになっている．
２）流量計

酸素吸入する場合には，アウトレットに酸素流量計を接続しなければならない．酸素流量計の
取扱では，①外観チェック，②アウトレットへの接続，③流量設定，④動作確認が必要である．外
観チェックでは，流量計にヒビなどがないか，また，滅菌蒸留水ボトルと流量計がしっかりねじ
込まれて緩みはないかなどを確認し，流量を調節して酸素投与する．この時に各接続部から漏れ
が無いかを最終確認する．
◆酸素吸入時の禁止事項

① 本体から患者までの酸素流路も含め，そこから２m以内で火気禁止である．
② 油脂を付着させないこと．
③ 酸素吸入以外の用途に使用しないこと．
④ 使用範囲以上の圧力をかけないこと．
⑤ 改造をしないこと．

３）高圧ガス容器
医療施設では大量のガスボンベが貯蔵保管されている．使用数の最も多いものが，酸素であり
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次に二酸化炭素である．これらの高圧ガス容器は，高圧ガス保安法に基準が定められている．
① 常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう．以下同じ）が，１Mpa以上となる圧縮ガスで

あって，現にその圧力が１Mpa以上であるもの，又は温度35度において圧力が１Mpa以上と
なる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く）．

② 常用の温度において圧力が0.2Mpa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2Mpa以上
であるもの，又は圧力が0.2Mpaとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう．

一般的なスプレー缶や風船に入っているヘリウムなどは，多少圧力が高いガスであっても高圧
ガスには該当しない．また，この高圧ガス保安法で全てが定められているわけではなく，省令や
政令及び通達や告示などによって詳細が決められている．

⑴　高圧ガスボンベ取扱時の注意事項
① バルブは静かに開ける．
② 衝撃等でバルブに損傷を与えない．
③ 使用後はバルブを閉める．
④ パッキンは指定の物を使用する．
⑤ ボンベは転倒しないように処置を講ずる．
⑥ 保管場所が気密性の高い場所では照明器具，スイッチなど防爆器具を使用する．
⑦ 保管場所は直射日光を避け40℃以下で保管する
⑧ 液化ガスボンベは横に倒し使用，保管をしない．
⑨ 充填ボンベと空ボンベの識別ができるように工夫する．
⑩ MRI検査室内には絶対持ち込まない．
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ボンベは鋼製のため磁場の強いMRI装置に酸素ボンベが引き寄せられるため危険である．実
際にMRI検査のためストレッチャーに患者をのせMRI検査室に入室したところ，ストレッ
チャーの脇にあった酸素ボンベが勢いよく引きつけられ，ガントリに吸着する事故が発生して
いる．
⑵　高圧ガスレギュレータ

最も使用頻度の高い酸素吸入時に広く使用されている．医療ガス端末装置から直接使用する
場合でも流量計を使用し，指示通り確実な酸素流量で使用する．また酸素ガスボンベを使用
しての酸素投与は，酸素ボンベのバルブを開放すれば使用できるものではなく，満充填圧力
14.7Mpaのボンベを高圧ガスレギュレータによって減圧しなければ使用できない．
◆使用方法

① 医師又は臨床工学技士による教育研修を受けた資格を持つ医療従事者のみが使用する．
② 高圧ガスレギュレータを取り付けるときは，ボンベの口金を清潔な布で拭く．
③ 最初は手で締めて最後にスパナでしっかりと締め込む．
④ バルブを開く時は，ゆっくりと完全に開き，その後１回転ほど戻しておく．
⑤ 酸素ボンベのバルブを開く際は，圧力ゲージから顔を離し，正面に立たないこと（万一破

損した場合の事故を防ぐため）
⑥ ガスの漏れる音がしたら使用しない．
　（リーク箇所を突き止めるには石けん水を各接続部に塗り，泡状になった場所を発見する．）

酸素吸入は，呼吸器疾患患者だけでなく術後の呼吸管理などでも使用される．空気よりも高
濃度の酸素を使用するため，吸入マスクの近くでは引火の危険性があるので十分に気をつけな
ければならない．酸素ボンベ使用時は可燃物を近くに置かないよう注意する．

おわりに
医療では医療ガスも電気と同様に無くてはならないものである．それゆえに使用する時には電気の

コンセントのように簡単に接続できなければならない．医療ガスもアウトレットにアダプタプラグを
差し込むだけで必要な医療ガスが使える構造であるので誰でもが簡単に接続できる．このアウトレッ
トまでの配管設備や供給システムの点検が日々行われているので何ら問題なく安全に使用できてい
る．便利なあまり酸素が止まることも想像出来なくなっている現状がある．どんな設備でも経年劣化
は避けられない，医療ガスも接続部などでガス漏れなどを起こすこともある．日々医療ガスが安全に
使用できるのは，常に保守管理が正しく行われている証である．医療ガスは，ガス別特定の表示にお
いて「高圧ガス保安法」とJIS T 7101による「医療ガス配管設備」の規格があることで混乱している
が，いまだ解決されていない．ヨーク形バルブによって誤使用防止が解決されているかのように思え
るが根本的には変わっていない．その理由として，災害時に被災地の医療ガスボンベが枯渇したとき
に限り，緊急避難的に，そのつど工業用酸素ボンベの使用が認められてきた．その工業用酸素ボンベ
は，通常金口W22であるためヨーク形バルブでは使用できない現実がある．医療で消費する酸素は国
内全体の消費量からみれば僅かではあるが，黒色ボンベが存在する限りボンベの取違え事故を防ぐこ
とはできないと思われる．
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ガスの種類 JIS T 7101
（医療ガス配管）

高圧ガス保安法
（容器保安規則第10条）

酸素 緑 黒色
亜酸化窒素 青 ねずみ色
二酸化炭素 だいだい 緑色
治療用空気 黄 ねずみ色

窒素 灰 ねずみ色
吸引 黒 ―

図２　医療ガス識別色とボンベ塗色の違い

【参考文献】
１）医療ガス配管設備　JIS T 7101：2014，日本規格協会
２）病院におけるBCPの考え方に基づいた災害対策マニュアルについて
　　医政指発0904号第２号　平成25年９月４日
３） 廣瀬　稔：医療ガスと臨床工学技士のかかわり. Clinical Engineering, vol.25 No.9：855－860,  

2014
４）医療ガス保安管理ハンドブック　財団法人医療機器センター　H22年10月
５）医療ガスに及ぼす震災の実態と対策　日本医療ガス学会2013年11月1日

（萱島道徳：奈良県立医科大学附属病院）
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Ⅰ－６　医療ガス安全管理委員会の役割
平成29年９月６日，厚生労働省は通知「医療ガスの安全管理について（医政発0906第３号）」を介し，

病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所に「医療ガス安全管理委員会（以下，委員会と
言う）」を設置するように義務づけている（Ⅰ－８　別添１　「医療ガス安全管理委員会について」
参照）（患者を入院させるための施設を有しない診療所は，診療所の管理者等の医療ガスに関する知
識と技術を有する者が，委員会に代わる実施責任者として医療ガス設備の保守点検業務及び医療ガス
設備の工事の施工監理業務を行い，日常点検及び定期点検についての記録を２年間保存するなど本通
知の趣旨に鑑み適切な医療ガスに係る安全管理を行う）．
１）医療ガス安全管理委員会の目的

酸素，亜酸化窒素，治療用空気，吸引，二酸化炭素，手術機器駆動用窒素等といった医療ガス
に係る安全管理体制を確保すること．
２）委員会の任務
⑴　医療ガス設備の保守点検の実施
⑵　医療ガス設備の工事施工監理の実施
⑶　医療ガスに係る安全管理のための職員研修の実施
３）委員会の構成

委員会の構成員を明らかにした名簿を備えておく．
⑴　委員長

①責務：医療ガスの安全管理に係る業務を監督し，総括する．
②要件： 病院等における医療安全管理についての知識を有し，かつ，医療ガスに関する知識と

技術を備えること．
⑵　実施責任者：委員会が選任する

①責務
◆医療ガス設備の保守点検（点検作業の終了後の動作確認を含む）
◆医療ガス設備の新設及び増設工事，部分的な改造や修理等の施工の監理

②要件： 医療ガス設備の正しい施工・取り扱う方法及び高圧ガス（特に酸素ガスなど他の医療
ガス）の誤接続の危険性について熟知し，医療ガスに関する専門知識と技術を有して
いる（高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第28条第２項に規定する特定高圧ガ
ス取扱主任者等）こと．

⑶　委員
原則として，下記の職種で構成する．
①医療ガスに関する構造設備（以下「医療ガス設備」という）の管理業務に従事する職員．
② 医師または歯科医師（麻酔，集中治療等を担当する麻酔科医が常時勤務している病院等に

あっては，原則として当該麻酔科医も委員に含める）．
③薬剤師
④看護師
⑤臨床工学技士
⑥ 外部業者（必要に応じて）保守点検業務の一部を委託又は工事の施工を外部の業者へ発注す

る場合．
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４）委員会の開催
⑴　定期会議：年１回，あるいはそれ以上の頻度で開催する．
⑵　随時会議：適宜開催（必要に応じて）する．
５）委員会の業務
⑴　医療ガス設備の保守点検
「医療ガス設備の保守点検指針」（Ⅰ－８　別添２）に基づいて実施責任者が行う．
⑵　保守点検の委託

保守点検業務の一部については，医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の13に
規定する基準に適合する者に委託することができるが，以下の業務は医療機関が行わねばなら
ず委託することはできない（「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」：平成５年
２月15日健政発第98号厚生省健康政策局長通知　第３の７の⑴のウ参照）．
① 高圧ガス保安法第５条第１項の規定に基づき，都道府県知事の許可を受けている者（第一種

製造者）にあっては，同法第27条の２又は第27条の３の規定に基づき，高圧ガス製造保安統
括者，高圧ガス製造保安技術管理者，高圧ガス製造保安係員，高圧ガス製造保安主任者又は
高圧ガス製造保安企画推進員に行わせなければならない業務．

② 高圧ガス保安法第24条の３第１項に規定する特定高圧ガスを消費する者（特定高圧ガス消費
者）にあっては，高圧ガス保安法第28条第２項の規定に基づき，特定高圧ガス取扱主任者に
行わせなければならない業務．

③ 委員長は，実施責任者による業務を指導及び監督する．
④ 委員会は，日常点検及び定期点検を帳簿に記録して２年間保存する．
⑶　医療ガス設備の工事施工監理

①医療ガス設備工事に先立ち，病院等内の各臨床部門の職員に工事実施の旨を周知する．
② 医療ガス設備工事の完了後，（Ⅰ－８　別添３）「医療ガス設備の工事施工監理指針」に基づ

いて，実施責任者又は病院等の職員のうち医療ガスに関する知識と技術を有する者として委
員会が選任した者が，臨床使用に先立って適切な確認を行う．

⑷　医療ガスに係る安全管理のための職員研修
① 研修の目的：（Ⅰ－８　別添４）「医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」に基づい

て，病院等内の各臨床部門の職員を啓発し，医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及に
努める．

②研修の開催
◆定期研修：年１回，あるいはそれ以上の頻度で行う．
◆随時研修：適宜開催（医療ガスに係る重大な事故等が発生した場合等）．

③研修の記録
◆ 委員会は，研修の実施内容（開催日時，出席者，研修項目等）を記録・保存する（当該研

修は，他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えない）．
⑸　医療ガスに係る安全管理に関するその他の事項

①医療ガスボンベ管理
◆ 医療ガスボンベの管理を行うには，納入フローチャートを作成して納入ルートを把握し，

各部門の責任者を明確にしておく（図３）．
⑹　安全衛生委員会との連携

従業員50人以上が就業する職場では，労働災害防止（職員の安全と健康の確保と快適な職場
環境の形成の促進）を目的として安全衛生委員会が設置されている．安全衛生委員会による定
期院内巡視の１つとして医療ガスボンベの保管庫の管理状況などを確認する場合がある．安全
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衛生委員会と医療ガス安全管理委員会が連携し，管理方法の改善やガスボンベに関する管理情
報を共有することにより，職員やその周辺の安全の質は向上する．
⑺　医療ガス安全情報の周知例

医療ガスに係る院内，院外（PMDAなど）インシデント・アクシデント情報は，医療ガス
安全管理委員会と医療安全管理部門，その他関係部門と連携し対応策等を職員へ周知し安全情
報等の共有化を図ること（図４）．

図３　医療ガス納入フローチャート例（文献3より引用，一部改変）
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図４　医療ガス安全情報周知例
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Ⅰ－７　医療ガスに係る安全管理のための職員研修
病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所の医療ガス安全管理委員会は，医療ガスに係

る安全管理のための職員研修を実施し，研修の実施内容（開催日時，出席者，研修項目等）を記録・
保存しなければならない（通知「医療ガスの安全管理について（医政発0906第３号）」及びⅠ－８　
別添４参照）．患者を入院させるための施設を有しない診療所においても医療ガスに係る安全管理の
ための職員研修は診療所の管理者等が実施しなければならない．
１）職員研修の目的

医療ガスの安全管理のための基本的考え方及び事故防止の具体的方策を職員が共有すること．
２）職員研修の任務

◆医療ガスに係る安全に対する職員の認識を高める．
◆医療ガスに係る業務を安全に遂行する技能を高める．
◆病院等における医療チームの一員としての意識向上を図る．

３）職員研修をやりやすくするために（推奨）
⑴　使用者データベースを作る．

①使用者の職種に応じて，研修の（会場・実施時間・回数等）を調整する．
◆職員の異動履歴等も記録しておく．

② 研修受講の履歴は，日時，場所，研修受講者氏名，講師名，研修タイトル，研修の形態（講
義，実技，映像による聴講）を含めて記録しておく．

⑵　研修を動画に撮る
①映像研修を未受講者に提供できる．
⑶　研修をアンケートで振り返る

①受講者の振り返りから，研修の改善に繋げPDCAサイクルを回す．
⑷　医療安全担当者と上手に連携する

① 医療安全に係る研修と併せて実施する場合は，医療ガスのインシデントや日本医療機能能評
価機構，PMDA等からの医療安全情報の事例を利用する．

４）職員研修の開催
⑴　定期研修：年１回，あるいはそれ以上の頻度で計画する．
⑵　随時研修：適宜開催（医療ガスに係る重大な事故等が発生した場合など，必要に応じて）．
５）職員研修の内容
⑴�　病院等における医療ガスに関する構造設備の整備状況並びに医療ガスの種類，性質及び用途
について
① 有毒ガスあるいは可燃性ガスに暴露する際の職員と環境の安全を確保するために，安全性

カードを利用すると良い．
◆ 国際化学物質安全性カード（ICSC：International Chemical Safety Card，表：１－１）は，

重要な項目が表にまとめてあり対応対策が簡潔明瞭でそのまま使用できる．
② 研修を通じ，GHS分類による医療ガスの危険有害性についても理解されるよう推奨する（図

５：GHSラベル）．
◆ 化学物質等安全データシート（Material Safety Data Sheet）は，項目毎に詳細な内容が

記載されているので，職場のスキルに合わせて資料の追加に便利である．
　　　　 実例として，国際化学物質安全性カードのエチレンオキシドガスの内容の一部（表１）と

筆者の職場での安全カード使用例（写真１）を記載する．
⑵　医療ガスに係る事故及びヒヤリ・ハット事例並びにその防止策（医療ガス事故防止の具体的
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方策について）
⑶�　医療ガスに係る事故又はヒヤリ・ハット事例が発生した場合の対応（病院等内での委員会等
への報告等）
⑷　医療ガスを使用するに当たって安全に業務を遂行するための留意事項

① 単独で医療機器に接続して使用する高圧ガス容器（以下「ボンベＪという），容器弁（ボン
ベバルブ）及び圧力調整器の正しい取扱い（このうち，特に留意すべき内容については，「（参
考）医療ガスボンベの安全管理に関する留意点」を参照すること）．

② 始業点検の方法及び配管端末器（アウトレット）の正しい取扱い（製造業者によって提供さ
れる情報である，配管端末器（アウトレット）の取扱説明書の確認を含む）．

③ 区域別遮断弁（シャットオフバルブ）及び主遮断弁（メインシャットオフバルブ）の操作マ
ニュアルの周知（制御区域を示す模式図及び室名又は部門名を示す表示の確認，緊急操作時
の確認事項の周知等を含む）．

⑸　その他，医療ガスに係る安全管理上必要な事項

図５GHSラベル　　　　
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写真１カード作成例

表1-1国際化学物質安全性カード
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表1-2国際化学物質安全性カード

【参考文献】
１）（公社）日本臨床工学技士会「医療機器安全管理指針」第１版　2013年７月発行
２） （公社）日本臨床工学技士会「医療機器を介した感染予防のための指針」－感染対策の基礎知

識　医療機器管理業務検討委員会　2016年２月発行
３） 「医療ガス　知識と管理，教育・実践のガイドライン」医療ガス安全教育委員会，真興交易（株）

医書出版部　2011年４月10日発行
４） 医療ガスの安全管理について　医政発0906第３号　平成29年９月６日 

http://www.jaame.or.jp/koushuu/iryo/ir_0906.pdf
５） 日本医療機能評価機構　医療安全情報　「酸素残量の未確認」　No.48　2010年11月 

http://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_48.pdf（最終アクセス2017年12月24日）
６） 国際化学物質安全性カード（ICSC）日本語版（最終アクセス2017年12月24日） 

http://www.nihs.go.jp/ICSC/

（吉田　聡：筑波大学附属病院）
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Ⅰ－８　医療ガスの安全管理に関する通知
「別添１，別添２，様式１－１～２－６，別添３，別添４，（参考）」
平成29年９月６日　厚生労働省医政局長通知（医政発0906第３号）－
http://www.jaame.or.jp/koushuu/iryo/ir_0906.pdf
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医政発0906第３号 

平成29年９月６日 

 

 

都道府県知事  

各  保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療ガスの安全管理について 

 

病院及び診療所（以下「病院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化

窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同

じ。）に関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。）については、医療法

施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 16 条第１項第１号の規定に基づき、

危害防止上必要な方法を講ずることとされている。また、病院等の管理者は、

医療法施行規則第１条の 11第１項第３号の規定に基づき、医療に係る安全管理

のための職員研修を実施することとされている。しかしながら、医療ガスの取

扱いに関して重大な事故やヒヤリ・ハット事例が報告されていることに鑑み、

医療ガス安全管理委員会が行う医療ガス設備の保守点検業務、医療ガスに係る

安全管理のための職員研修等に関して留意すべき事項を下記のとおり示すこと

とした。 

貴職におかれては、本通知の趣旨について御了知いただくとともに、医療ガ

スに係る安全管理が適切に行われるよう、貴管下の病院等に対する周知及び指

導方お願いする。 

なお、本通知をもって、「診療の用に供するガス設備の保安管理について」（昭

和 63 年７月 15日付け健政発第 410号厚生省健康政策局長通知）は、廃止する。 

 

記 

 

１ 病院等において、麻酔器、人工呼吸器等を設置し、医療ガスを使用して診

療を行う場合には、当該病院等の管理者は、医療ガス安全管理委員会(以下 

「委員会」という。)を設置するなど、医療ガスに係る安全管理のための体制

を確保すること。委員会はその業務として、医療ガス設備の保守点検業務、 
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医療ガス設備の新設及び増設工事、部分的な改造、修理等（以下「工事」と 

いう。）の施工監理業務、医療ガスに係る安全管理のための職員研修等を行う

こと。なお、委員会の構成及び業務については、別添１「医療ガス安全管理 

委員会について」を参照すること。 

 

２ 医療ガス設備の保守点検業務に当たっては、始業点検、日常点検及び定期

点検を実施するとともに、日常点検及び定期点検については、点検作業の記

録を作成し、保存すること。また、点検作業の終了後は、医療ガス設備が正

常に動作することを確認すること。なお、保守点検業務に当たっての留意事

項については、別添２「医療ガス設備の保守点検指針」を参照すること。 

 

３ 医療ガス設備の工事に当たっては、医療ガス設備に用いられる機材を医療

ガスの種別により特定化し、医療ガスの種別の容易かつ確実な判別を可能と

することによって、種別の異なる医療ガス間の非互換性を確保し、誤接続を

防止すること。また、工事完了後の臨床使用に先立って、適切な確認を行う

こと。なお、工事の施工監理業務に当たっての留意事項については、別添３

「医療ガス設備の工事施工監理指針」を参照すること。 

 

４ 病院等の職員に対する医療ガスに係る安全管理のための研修においては、

酸素ボンベと二酸化炭素ボンベとの誤認や取違えなど、医療ガスに係る装置

の誤接続に起因する事故やヒヤリ・ハット事例が散発していることに鑑み、

医療ガスの安全管理に関する基本的な考え方及び事故防止の具体的方策につ

いて、周知徹底すること。また、当該病院等において医学管理を行っている

患者の居宅その他病院等以外の場所で使用される医療ガスの安全管理につい

ても、適切に研修が行われるよう、十分に留意すること。なお、当該研修の

実施に当たっての留意事項については、別添４「医療ガスに係る安全管理の

ための職員研修指針」を参照すること。 
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別添１ 

医療ガス安全管理委員会について 

 

１ 目的 

病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病院等」とい

う。）の管理者は、医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化

炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。）に係る安全管理を図り、患

者の安全を確保することを目的として、医療ガス安全管理委員会（以下「委員

会」という。）を設置すること。なお、患者を入院させるための施設を有しな

い診療所については、委員会の設置は要しないこととするが、３の（５）に示

す内容を遵守すること。 

 

２ 委員会の構成 

(1) 委員会の委員には、原則として、医師又は歯科医師、薬剤師、看護師、臨

床工学技士及び医療ガスに関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。）

の管理業務に従事する職員を含めること。また、麻酔、集中治療等を担当す

る麻酔科医が常時勤務している病院等にあっては、原則として当該麻酔科医

を委員に含めること。 

(2) 委員会には、医療ガスの安全管理に係る業務の監督及び総括を行う責任者

として、医療ガス安全管理委員長（以下「委員長」という。)を置くこと。委

員長は、病院等における医療安全管理についての知識を有し、かつ、医療ガ

スに関する知識と技術を有する者の中から選任すること。 

 

３ 委員会の業務等 

(1) 実施責任者の選任 

委員会は、医療ガス設備の保守点検業務（点検作業の終了後の動作確認を含

む。以下同じ。）並びに医療ガス設備の新設及び増設工事、部分的な改造、修

理等(以下「工事」という。)の施工監理業務を行う責任者（以下「実施責任者」

という。）を定め、委員会の委員に含めること。実施責任者には、病院等の職

員のうち医療ガス設備の正しい施工・取扱方法及び高圧ガス（特に酸素ガスと

他の医療ガス）の誤接続の危険性について熟知し、医療ガスに関する専門知識

と技術を有する者（高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）第 28条第２項

に規定する特定高圧ガス取扱主任者等）を任ずること。 

(2) 名簿の設置 

委員会は、委員会の構成員を明らかにした名簿を備えておくこと。 

(3) 委員会の開催 
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委員長は委員会を年 1回定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催

すること。 

なお、外部の業者へ、保守点検業務の一部を委託又は工事の施工を発注する

場合、必要に応じ、当該業者を参考人として委員会に出席させること。 

(4) 委員会の業務 

ア 委員会は、医療ガス設備について、別添２「医療ガス設備の保守点検指針」

に基づいて、実施責任者に保守点検業務を行わせること。また、委員長は、

実施責任者による業務を指導及び監督すること。なお、医療ガス設備の保守

点検業務の一部については、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）

第９条の 13 に規定する基準に適合する者に委託することができること。委

託できない業務については、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に

ついて」（平成５年２月 15 日付け健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知）

第３の７の（１）のウを参照すること。 

イ 委員会は、帳簿を備え、行われた日常点検及び定期点検についての記録を

保存すること。保存期間は２年間とすること。 

ウ 委員会は、医療ガス設備の工事に当たり、病院等内の各臨床部門の職員に

工事を実施する旨を周知徹底すること。また、工事完了後の臨床使用に先立

って、実施責任者又は病院等の職員のうち医療ガスに関する知識

と技術を有する者として委員会が選任した者に、別添３「医療ガス

設備の工事施工監理指針」に基づいて適切な確認を行わせること。 

エ 委員会は、別添４「医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」に基

づいて、病院等内の各臨床部門の職員に、医療ガスの安全管理に関する研修

を実施することにより、医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及及び啓

発に努めること。また、研修の実施内容（開催日時、出席者、研修項目等）

について記録すること。なお、当該研修は、他の医療安全に係る研修と併せ

て実施しても差し支えないこと。 

オ その他医療ガスに係る安全管理に関する事項 

(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の設置

は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技

術を有する者が、実施責任者として、医療ガス設備の保守点検業務及び医

療ガス設備の工事の施工監理業務を行い、日常点検及び定期点検について

の記録を２年間保存するなど、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガスに係る

安全管理を行うこと。 
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別添２ 

医療ガス設備の保守点検指針 

 

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病

院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二

酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。）に関する構造設備（以下

「医療ガス設備」という。）の使用上の安全確保を目的とした保守点検業務に当

たり、安全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガ

ス保安法（昭和 26年法律第 204号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以

下同じ。）に関する構造設備の保守点検業務については、高圧ガス保安法も遵守

すること。 

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の

設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技

術を有する者が、実施責任者として、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備

の保守点検業務を行うこと。 

 

 

１ 医療ガス設備の使用に当たっては、目的とする医療ガスを安定した状態で

過誤なく患者に投与することが重要である。このため、医療ガス設備の保守

点検業務に当たっては、次に掲げる点に留意すること。 

(1) 医療ガス設備に用いられる機材を医療ガスの種別により特定化し、保守点

検業務の実施者及び使用者が医療ガスの種別を容易かつ確実に判別すること

を可能とすることによって、種別の異なる医療ガス間の非互換性を確保し、

誤接続を防止すること。 

(2) 適正な使用材料及び部品を選定し、また清潔を維持するために必要な対応

を行うこと。 

(3) 点検作業の終了後、設備が正常に動作することを確認すること。 

 

２ 医療ガス設備の保守点検業務（点検作業の終了後の動作確認を含む。）は、

事前に定められた実施責任者が適切に実施すること。 

 

３ 医療ガス設備の保守点検業務は、下記の要領に従って行うこと。 

(1) 工事施工者が医療ガス設備の完成に当たって、完成図と共に保守点検要領

書を提出している場合は、これを常備しておくこと。 

(2) 保守点検業務は、始業点検、日常点検及び定期点検からなり、下記の点に

留意して実施すること。なお、日常点検及び定期点検について記録を作成し、
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保存すること。この際の保存期間は２年間とすること。 

① 始業点検（患者に使用する医療機器を配管端末器（アウトレット）に接続

する前に、当該配管端末器（アウトレット）に異常がないことを確認するこ

とをいう。） 

ア 医療機器を配管端末器（アウトレット）に接続する前及び接続した際に、

次の点を確認すること。 

a 外観上の異常がないこと。 

b ロック機能に異常がないこと。 

c ガス漏れの音がしないこと。 

d 医療ガスの種別の表示（記号、名称、識別色等）が明瞭であること。 

e 配管端末器（アウトレット）に、使用していない機器等が接続されて

いないこと。 

 

② 日常点検 

ア 日常点検は、１日１回以上実施すること。なお、高圧ガス容器の交換時

又は供給設備への医療ガス補充時にも同様の点検作業を実施すること。 

イ 日常点検は、警報表示盤、供給設備（マニフォールド、定置式超低温液

化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置及び吸引供給装置）のそれぞれに

対し、様式１－１から様式１－３までに示すチェックリストに準拠して実

施すること。 

ウ 日常点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつ

所定の機能が復旧していることを確認すること。 

 

③ 定期点検 

ア 定期点検の実施に当たっては、病院等内の関係する各臨床部門の職員に

対して、実施日程と実施内容を周知徹底すること。 

イ 定期点検は、配管端末器（アウトレット）、区域別遮断弁（シャットオ

フバルブ）及び供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（Ｃ

Ｅ）、圧縮空気供給装置及び吸引供給装置）のそれぞれに対し、様式２－

１から様式２－６までに示すチェックリストに準拠して行うこと。また、

点検作業の間隔についても、これらの様式に準拠すること。 

ウ 点検作業のため、医療ガス設備の一部を一時閉止する際は、関係する区

域の各臨床部門の職員と事前に十分な打合せを行うこと。また、医療ガス

を停止した区域別遮断弁（シャットオフバルブ）又は主遮断弁（メインシ

ャットオフバルブ）及びその系統の全ての配管端末器（アウトレット）に、

「使用禁止」等の注意表示を付すること。 

エ 定期点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつ

その所定の機能が復旧していることを確認すること。 
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（様式１－１）  

日常点検チェックリスト  

―警報表示盤―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 表示灯、ランプカバー等の損傷がないこ

と。  
  

(ｲ) ガス供給の正常を示す緑灯が点灯する

こと。  

  

(ｳ) 可聴警報が作動すること。また、警報の

消音又は弱音の機能が作動すること（テス

トボタンによる確認でもよいものとするこ

と。）。  

  

(ｴ) 警報作動時の黄灯又は赤灯が点灯する

こと（テストボタンによる確認でもよいも

のとすること。）。  

  

 

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



（様式１－２）  

日常点検チェックリスト  

―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽 (ＣＥ）)―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 弁には常時、開閉の表示がされているこ

と。また、その表示が正しい状態になって

いること。  

  

(ｲ) 各機器においてガス漏れの音がしない

こと。  

  

(ｳ) 圧力計及び液面計の指示値が正常範囲

内であること。酸素ガスにあっては、他の

ガスより送気配管圧力が 30kPa(約 0.3kgf／

cm2)程度高くなっていること。  

  

(ｴ) 警報装置の表示灯に損傷がないこと（高

圧ガス容器交換時には点灯及び消灯の作動

を確認すること。）。  

  

(ｵ) 連結導管にねじれ、凹み及び折れがない

こと。  

  

(ｶ) 高圧ガス容器の転倒又は移動防止装置

にゆるみなどの異常がないこと。  

  

(ｷ) 医療ガスの残量が十分であること（機器

に内蔵された圧力計、重量計等で確認する

こと。）。  

  

(ｸ) 液化ガスの場合、平常時に比べて異常な

霜付きがないこと。  

  

(ｹ) 各機器において異常なガス流音又はそ

の他の異常音がないこと。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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（様式１－３）  

日常点検チェックリスト  

―供給設備（圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 起動及び停止の機能に異常がないこと。   

(ｲ) 運転中の異常音及び異常振動がないこ

と。  

  

(ｳ) 消音器がある設備の場合、その効果が正

常であること。  

  

(ｴ) 給水を要する設備の場合、水位及び水の

循環排水に異常がないこと（弁の作動及び

水漏れの有無を確認すること。）。  

  

(ｵ) 電流計、電圧計等の計器類の指示値が正

常範囲内であること。  

  

(ｶ) 圧縮空気供給装置の安全弁に漏れがな

いこと。また、圧縮空気供給装置の露点計

の指示値が正常範囲内であること。  

  

(ｷ) 空気圧縮機、アフタークーラ等にドレン

が溜まっていないこと。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



（様式２―１）  

定期点検チェックリスト（３か月点検）  

―配管端末器（アウトレット）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) キャップ等の付属品があること。    

(ｲ) リングカバーの作動に異常がないこと。   

(ｳ) 弁機能 (特にロック機構 )に異常がない

こと。  

  

(ｴ) リール式ホース巻上げ機能の作動に異

常がないこと。  

  

(ｵ) ソケット取付け部のゆるみがないこと。   

(ｶ) 医療ガスの種類ごとに定められた配管

端末器（アウトレット）最大流量での圧力

が標準圧力範囲内であること。  

注１）点検作業の際には点検用具を用い

て個々の配管端末器（アウトレット）

ごとに確認すること。  

注２）最大流量と標準圧力は下表「標準

圧力と配管端末器（アウトレット）

最大流量」によるものとすること。  

  

 

表  標準圧力と配管端末器（アウトレット）最大流量  

医療ガスの種類  

標準圧力  kPa(kgf／

cm2) 

吸引  － kPa(－ mmHg) 

配管端末器

（アウトレッ

ト）最大流量  

NL／ min 

酸素 (O2) 400±40(4.1±0.4）  ≧ 60 

亜酸化窒素 (N2O) 400±40(4.1±0.4）  ≧ 40 

治療用空気 (AIR) 400±40(4.1±0.4）  ≧ 60 

吸引 (VAC)(水封式 ) 40～ 70(300～ 525）  ≧ 40 

吸引 (VAC)(油回転式 ) 50～ 80(375～ 600）  ≧ 40 

二酸化炭素 (CO2) 400±40(4.1±0.4）  ≧ 40 

－34－



手術機器駆動用窒素 (N2) 900±135(9.2±1.4）  ≧ 350 

手術機器駆動用空気 (STA) 900±135(9.2±1.4）  ≧ 350 

余剰麻酔ガス排除  －  ≧ 30 

 

※ ( )内の数値は換算値  

酸素ガスの圧力は、空気、亜酸化窒素及び二酸化炭素よりも30kPa(約0.3kgf

／cm2)程度高いこと。 

配管端末器（アウトレット）最大流量：当該配管端末器（アウトレッ

ト）だけを使用した場合に標準圧力範囲内で得られる流量のこと。ただし、

吸引の場合は開放状態で得られる流量のこと。 

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



（様式２―２）  

定期点検チェックリスト（３か月点検）  

―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、

圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 供給設備の設置場所の出入口の扉が施

錠されていること。  

  

(ｲ) 供給設備の設置場所に消火設備が完備

されていること。  

  

(ｳ) 各機器に損傷、塗装の剥離、腐食等がな

いこと。  

  

(ｴ) 圧力計の指示値が正常範囲内であるこ

と。  

  

(ｵ) 異常検出器が正常に作動すること。    

(ｶ) 各機器のフィルタ類のエレメントに目

詰まりがないこと。  

  

(ｷ) 各機器のフィルタ類のエレメントが使

用期限内であること。  

  

(ｸ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水量

及び水温に異常がないこと。  

  

(ｹ) 空気圧縮機、アフタークーラ等のオート

ドレンの作動に異常がないこと。  

  

(ｺ) 圧縮空気供給装置及び吸引供給装置の

タンク類にドレンが溜まっていないこと。  

  

(ｻ) 冷凍式エアードライヤの放熱板に変形

及び目詰まりがないこと。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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（様式２―３）  

定期点検チェックリスト（６か月点検）  

―配管端末器（アウトレット）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 天吊り式、リール式等の配管端末器（ア

ウトレット）の一部を構成するホースアセ

ンブリに劣化、変形及び亀裂がないこと (加

圧されていない状態でホース内径の 10倍の

内半径に曲げて確認すること。 )。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



（様式２―４）  

定期点検チェックリスト（６か月点検）  

―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、

圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 各機器の固定にゆるみがないこと。    

(ｲ) 警報装置の機能に異常がないこと。    

(ｳ) 予備供給設備又は緊急用供給設備があ

る場合、その機能に異常がないこと。  

  

(ｴ) マニフォールドの切換え機能に異常が

ないこと。  

  

(ｵ) 制御盤等のリレーが損傷していないこ

と。また、端子にゆるみがないこと。  

  

(ｶ) 空気圧縮機、吸引ポンプ等の駆動ベルト

に損傷やゆるみがないこと。  

  

(ｷ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水ス

トレーナに目詰まりがないこと。  

  

(ｸ) 圧縮空気供給装置の圧力スイッチ及び

吸引供給装置の真空スイッチの機能に異

常がないこと。  

  

(ｹ) 管理責任者の氏名、緊急時連絡先 (電話

番号 )等を示す表示があること。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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（様式２―５）  

定期点検チェックリスト（１年点検）  

 

―配管端末器（アウトレット）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 配管及び配管端末器（アウトレット）の

接続部でガス漏れの音がしないこと。  

  

(ｲ) ソケットの取付け部でガス漏れの音が

しないこと。  

  

 

―区域別遮断弁（シャットオフバルブ）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 他の機材等で隠れていないこと。    

(ｲ) 弁からのガス漏れの音がしないこと。    

(ｳ) 制御区域を示す模式図及び室名又は部

門名を示す表示があること。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



（様式２―６）  

定期点検チェックリスト（１年点検）  

 

―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、

圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―  

 良否  対策事項  

(ｱ) 各機器の安全弁からのガス漏れの音が

しないこと。  

  

(ｲ) 各機器の弁の開閉が円滑であること。    

(ｳ) 主遮断弁（メインシャットオフバルブ）を

含む供給装置に使用されている弁にガス

漏れがないこと（検知液で確認するこ

と。）。  

  

(ｴ) 各機器の電源装置の絶縁抵抗に異常が

ないこと。  

  

(ｵ) 各機器の圧力スイッチ及び真空スイッ

チの機能に異常がなく、圧力計及び真空計

の設定値及び指示値が正常範囲内である

こと（必要であれば、校正（キャリブレー

ション）又は交換すること。）。  

  

(ｶ) マニフォールド及び圧縮空気供給装置

の圧力調整器のシート漏れがないこと。  

  

(ｷ) 各機器においてガス漏れの音がしない

こと。  

  

(ｸ) マニフォールド及び圧縮空気供給装置

の圧力調整器の設定圧力が正常範囲内で

あること。  

  

(ｹ) 圧縮空気供給装置の露点計その他の計

器類の指示値が正常範囲内であること（必

要であれば、校正（キャリブレーション）

又は交換すること。）。  
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(ｺ) 可搬式超低温液化ガス容器のマニフォ

ールドのエコノマイザ弁の設定圧力に異

常がないこと。  

  

 

実    施    日   ：    年  月  日  

実  施  責  任  者   ：        印  

医療ガス安全管理委員長：        印  
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



別添３ 

医療ガス設備の工事施工監理指針 

 

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病

院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二

酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。）の使用上の安全確保を目

的とした医療ガスに関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。）の新設及

び増設工事、部分的な改造、修理等（以下「工事」という。）に当たり、安全管

理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガス保安法（昭

和 26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以下同じ。）に

関する構造設備の工事に関しては、高圧ガス保安法も遵守すること。 

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の

設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技

術を有する者が、実施責任者として、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備

の工事施工監理を行うこと。 

 

 

１ 医療ガス設備の使用に当たっては、目的とする医療ガスを安定した状態で

過誤なく患者に投与することが重要である。このため、医療ガス設備の工事

施工監理業務に当たっては、次に掲げる点に留意すること。 

(1) 医療ガス設備に用いられる機材を医療ガスの種別により特定化し、工事の

施工者が医療ガスの種別の容易かつ確実な判別を可能とすることによって、

種別の異なる医療ガス間の非互換性を確保し、誤接続を防止すること。 

(2) 適正な使用材料及び部品を選定し、また清潔を維持するために必要な対応

を行うこと。 

(3) 既に使用している医療ガス設備の工事を行う場合は、既存部分への供給異

常や汚染の防止に特に注意すること。 

(4) 工事に当たっては、病院等内の各臨床部門の職員に工事を実施する旨を周

知徹底すること。 

(5) 工事完了後、医療ガス設備の臨床使用に先立って、実施責任者

又は病院等の職員のうち医療ガスに関する知識と技術を有する者

として医療ガス安全管理委員会（以下「委員会」という。）が選任

した者（以下「実施責任者等」という。）が、３に規定するところに

より、厳正な確認を実施すること。 

 

２ 医療ガス設備の工事に当たっては、事前に定められた実施責任者が施工監
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理業務を行うこと。 

 

３ 医療ガス設備の工事完了の際には、医療ガス設備の臨床使用に先立って、

全ての配管端末器（アウトレット）に不備がなく、安全で、かつ所定の機能

を備えていることを確認すること。なお、確認に当たっては次に掲げる点に

留意すること。 

(1) 実施責任者等は、工事施工者が配管端末器（アウトレット）の確認を行う

際に立ち会い、（３）に掲げる事項について、工事施工者と共に配管端末器（ア

ウトレット）に不備がないことを確認すること。確認終了後、実施責任者等

は、工事施工者が作成する検査書に署名・捺印し、委員会に提出すること。 

(2) 工事施工者は、各系統の医療ガス設備において、医療ガスが正常に使用で

きる状態であることを確認すること。なお、正常に使用できる状態とは次の

とおりであること。 

① 定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）に液化酸素が充塡されていること。 

② マニフォールド関連のボンベが全て接続されていること。 

③ 医療ガス設備に関連する機器類に必要な電源設備が正常であり、給排水に

異常がないこと。 

④ 通常運転が可能で、各配管端末器（アウトレット）に医療ガスが送気され

ていること。 

(3) 実施責任者等は、臨床使用に先立って、全ての供給設備を稼働させ、個々

の配管端末器（アウトレット）ごとに、次に掲げる事項について、確認を実

施すること。 

① 外観 

配管端末器（アウトレット）が外観上正しく設置されていること。 

② 機械的円滑性 

試験用の器具ごとに決められたアダプタを差し込んだ時、着脱に支障がな

く、堅固に固定されること。また、他のアダプタが接続できないこと。 

③ 送気圧力（標準圧力） 

送気圧力が標準圧力の範囲内であること。 

④ ガス別特定 

配管端末器（アウトレット）に供給された医療ガスの、酸素濃度等で判別

された種類、配管端末器（アウトレット）に表示されたガス名及び識別色が

一致していること。 

⑤ 流量性能（配管端末器（アウトレット）最大流量） 

配管端末器（アウトレット）から最大流量を放出した時、圧力が標準圧力

範囲内であること。 
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Ⅰ．医療ガスの利用に関する指針



別添４ 

医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針 

 

この指針は、医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、

手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。）の安全管理に関する知識の普及及び

啓発のための研修（以下「本研修」という。）を、医療ガス安全管理委員会（以

下「委員会」という。)が、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療

所（以下「病院等」という。）内の各臨床部門の職員に対して実施するに当たっ

て、留意すべき事項を示すものである。 

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の

設置は要しないこととするが、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガスに係る安全

管理のための職員研修を実施すること。 

 

１ 本研修は、医療ガスに係る安全管理のための基本的考え方及び事故防止の

具体的方策について、当該研修を実施する病院等の職員に周知徹底を行うこ

とで、各職員の医療ガスに係る安全に対する認識、安全に業務を遂行するた

めの技能、病院等における医療チームの一員としての意識の向上等を図るた

めのものであること。また、医療ガスに係る安全管理のための研修において

は、当該病院等において医学管理を行っている患者の居宅その他病院等以外

の場所で使用される医療ガスの安全管理についても、取り扱うものとするこ

と。 

本研修は、病院等に共通する医療ガスに係る安全管理について、年１回程度

定期的に開催するとともに、医療ガスに係る重大な事故等が発生した場合など

に必要に応じて開催すること。また、委員会は研修の実施内容（開催日時、出

席者、研修項目等）について記録すること。なお、本研修は、医療法施行規則

（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の 11 第１項第３号の規定に基づく職員

研修等、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えないこと。 

 

２ 本研修の内容は、次に掲げる事項とすること。 

(1) 病院等における医療ガスに関する構造設備の整備状況並びに使用してい

る医療ガスの種類、性質及び用途 

(2) 医療ガスに係る事故及びヒヤリ・ハット事例並びにその防止策 

(3) 医療ガスに係る事故又はヒヤリ・ハット事例が発生した場合の対応（病院

等内での委員会等への報告等） 

(4) 医療ガスを使用するに当たって安全に業務を遂行するための留意事項 

① 単独で医療機器に接続して使用する高圧ガス容器（以下「ボンベ」という。）、
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容器弁（ボンベバルブ）及び圧力調整器の正しい取扱い（このうち、特に留

意すべき内容については、「（参考）医療ガスボンベの安全管理に関する留意

点」を参照すること。） 

② 始業点検の方法及び配管端末器（アウトレット）の正しい取扱い（製造業

者によって提供される情報である、配管端末器（アウトレット）の取扱説明

書の確認を含む。） 

③ 区域別遮断弁（シャットオフバルブ）及び主遮断弁（メインシャットオフ

バルブ）の操作マニュアルの周知（制御区域を示す模式図及び室名又は部門

名を示す表示の確認、緊急操作時の確認事項の周知等を含む。） 

(5) その他医療ガスに係る安全管理上必要な事項 
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（参考） 

医療ガスボンベの安全管理に関する留意点 

 

１ 医療ガスボンベに関する一般的な留意点 

(1) 単独で医療機器に接続して使用する高圧ガス容器（以下「ボンベ」という。）

の使用に当たっては、医薬品ラベル等で医療ガスの種類を確認することによ

り、目的とする医療ガスが正しく医療機器等に接続されていることを確認す

ること。なお、日本麻酔科学会、日本医療ガス学会及び日本産業・医療ガス

協会三者合同会議の合意事項として、医療ガス誤認防止を目的とし、医療用

ガスボンベのガス種を確認する際には、まず、医薬品ラベル（小型ボンベに

関しては、二酸化炭素ボンベ（2.2kg）については橙色、酸素ボンベ（500L）

については白色）による確認を行うことが推奨されている。 

(2) 医療ガスの種類によって、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）に

基づき容器保安規則（昭和 41 年通商産業省令第 50 号）で規定されるボンベ

の塗色と、日本工業規格(JIS)「医療ガス配管設備 JIS T 7101」で規定され

る医療ガス設備の識別色に違いがあることを理解すること。特に、酸素ボン

ベの塗色の違いに留意し、二酸化炭素ボンベとの誤認・取り違えを防ぐこと。 

 

医療ガスの種類 

高圧ガス保安法に基づき

容器保安規則で規定する

ボンベの塗色 

「医療ガス配管設備JIS T 

7101」で規定する医療ガス

設備の識別色 

酸   素 黒 色 緑 色 

二酸化炭素 緑 色 橙 色 

 

(3) ボンベの使用に当たっては、容器弁（ボンベバルブ）と圧力調整器との接

続部位を含め、医療ガスの患者への投与経路における全ての接続部位につい

て、着脱するごとに、正しい医療ガスが患者に投与されていることを確認す

ること。 

(4) ボンベ内のガス残量の確認方法及び使用可能な時間の判断方法を理解す

ること。 

(5) ボンベの長期留置又は放置による事故の発生及び空ボンベの誤使用を防

止するため、医療ガス納入業者と協議の上、納入時期を明示するなどして定

期的にボンベの点検及び管理を行うこと。 

(6) ＭＲＩ室へ磁性体のボンベ、ボンベ運搬車、流量計等を持ち込まないこと。 

(7) 停電、断水等の不測の事態及び地震、洪水等の災害の発生に備え、適切な
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貯蔵量を確保すること。 

 

２ 医療ガスボンベの保管及び使用の方法に関する留意点 

医療ガスボンベの保管及び使用の方法に関する主な留意点を示す。なお、ボ

ンベの保管及び使用に際しては、高圧ガス保安法を遵守すること。 

(1) 保管方法 

① 充塡されたボンベと空ボンベを区別して、ボンベ保管場所に保管すること。

また、種別が異なる医療ガスのボンベは、区別して保管すること。 

② ボンベ保管場所には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。

また、酸素、亜酸化窒素等支燃性ガスのボンベの保管場所の周囲２ｍ以内に

おいては、火気を使用せず、引火性又は発火性の物を置かないこと。 

③ ボンベは、直射日光の当たらない場所で、常に温度を 40℃以下に保つこ

と。 

④ ボンベには、転落、転倒等による衝撃及び容器弁（ボンベバルブ）の損傷

を防止する措置を講じ、粗暴な取扱いをしないこと。 

⑤ エチレンオキシドガス等の可燃性又は毒性ガスのボンベは、風通しの良い

場所に保管すること。 

(2) 使用方法 

① ボンベの容器弁（ボンベバルブ）は、静かに開閉すること。 

② 転落、転倒等による衝撃及び容器弁（ボンベバルブ）の損傷を受けないよ

う、粗暴な取扱いをしないこと。 

③ 容器弁（ボンベバルブ）及び圧力調整器に油脂類を付着させないこと。 

④ 酸素ガスを使用する際には、設備（家庭用設備を除く。）の周囲５ｍ以内

において、喫煙及び火気の使用を禁じ、引火性又は発火性の物を置かないこ

と。ただし、手術等医療行為のために必要な場合にやむを得ず使用する場合

は、使用流量に厳重な注意を払うこと。 

⑤ 使用後は、容器弁（ボンベバルブ）を閉じること。 
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Ⅱ　電波の利用に関する指針

Ⅱ－１　はじめに
現在の医療機関では，医用テレメータ，無線LAN，無線式ナースコール，携帯通信端末器などの

多種多様な電波利用機器が活用され，患者や医療従事者などは多くの恩恵を受けており，今後も医療
機関内での電波利用は益々進展していくことが十分予想される．しかしながら，医療機関での電波の
利用や管理が適正に行われていない場合には，医用電気機器（以下，医療機器）に電磁干渉などのト
ラブルを発生させることや，高度なICT（Information and Communication Technology：情報通信技
術）を導入や運用する場合に弊害を来す可能性がある．

そのため，平成28年４月には，電波環境協議会から「医療機関において安心・安全に電波を利用す
るための手引き」１）が公表され，平成29年６月には，「医療機関における電波利用規程（例）について」２）

も公表され，医療機関での電波利用についての取り組みが急速に進みつつある．本稿では，手引きや
規定（例）で取り上げられた内容のうち，臨床工学技士が医用テレメータなどの医療機器の保守管理
を行う上で必要と考えられる電波利用に関する安全管理体制，トラブル事例と対応および課題等につ
いて解説する．限られた電波という資源を，有効的かつ効率的に運用し，安心・安全な医療を遂行す
るためには，医療現場での工学分野を担当する臨床工学部門および臨床工学技士が中心的な役割を担
うものと考える．なお，詳細については「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引
き」や「医療機関における電波利用規程（例）について」を参照して欲しい．

Ⅱ－２　医療機関における電波利用の現状
以前の医療機関で使用されている電波利用機器として代表的なものが医用テレメータであったが，

最近では，以下のような電波利用機器を用いる機会が多くなっており，今後も益々普及拡大すると考
える．また，これらの機器には様々な無線システムが採用されている．

以下に示す電波利用機器の導入率については，電波環境協議会（医療機関における電波利用推進部
会）が平成29年に行った「病院における電波利用の状況及び電波環境に関する調査」の結果を示した
（回答：1,234施設）３）．
１）医用テレメータ

電波を利用して心電図などの生体信号（情報）を患者から離れた場所でモニタリングすること
ができ，現在の医療を支えるツールとして不可欠な医療機器である．1989年に「特定小電力無線
局」の中の一つとして位置づけられ，420MHz ～ 440MHzの専用周波数帯（430MHz帯を除く）
が割り当てられ，480チャネルが設けられた．75.1％の医療機関で導入されている．
２）携帯電話（スマートフォンのように無線LANを内蔵しているものを含む）

平成26年８月には，「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」４）が公表されたこと
もあり，医療従事者や患者等の医療機関利用者の利便性向上などにより，医療機関での利用が急
速に拡大している．医療機関の設備・備品として管理されている携帯電話は，46.5％の医療機関
で導入されている．携帯電話の医療機関内での使用制限については，「一部使用可」が71.1％，「全
面使用可」が25.1％，「全面使用禁止」が3.6％である．

現 在 の 携 帯 電 話 サ ー ビ ス で は，700MHz帯，800MHz帯，900MHz帯，1.5GHz帯，1.7GHz
帯，２GHz帯の周波数が利用されている．また，携帯電話端末での公称最大送信電力は200 ～
250mWである．
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３）PHS（無線LANを内蔵しているものを含む）
医療機器への影響が少ないために，79.9％の医療機関で導入されている．
使用される周波数帯は1.9GHz帯，端末器の公称最大送信電力は携帯電話に比べて小さい80mW

である．
４）無線LANを内蔵する通信機器

医療機関内の情報システムの基幹的な無線通信手段のひとつであり，電子カルテの閲覧から患
者等へのインターネットサービスの提供などのように幅広い用途に用いられている．使用周波数
帯は2.4GHz帯と５GHz帯があり，77.0％の医療機関で導入されている．タブレット，電子カルテ
用端末器，パーソナルコンピュータなどで通信用として利用されている．無線LANの主な用途
は医療情報システム用として60.5％，病院スタッフのインターネット接続用が71.2％である．
５）無線LANを内蔵する医療機器

Ｘ線撮影装置，超音波診断装置，医用テレメータなどに利用されており，医療機器内に内蔵し
ている無線LANを介して，ベッドサイドなどから医療機関内の医療系情報システムとの接続が
可能になっている．導入率は39.5％であり，今後増加することが予想される．
６）無線式タグリーダ：RFID（�radio�frequency�identifier）

RFIDは，患者情報管理システム（リストバンド型のタグ），職員等の入退室管理システム（IC
カードなど），医療機器管理システムなどの用途で，17.9％の医療機関で導入されている．現状
の導入率は少ないが，導入コストが低廉価していることから，今後の普及が見込まれている．
７）医療機器（高周波利用）

電気手術器（電気メス），MRI（磁気共鳴画像装置），マイクロ波治療装置，ハイパーサーミア
装置などがある．これらの機器は，高周波利用設備として個別に設置許可を受けることが必要で
ある．詳細は総務省電波利用ホームページ「高周波利用施設の概要」を参照して欲しい．
８）トランシーバ

医療機関内の警備業務，災害などで医療機関内外との通信手段として，21.1％の医療機関で導
入されている．送信出力，通信距離，周波数帯などのよって必要な手続きが異なる．
９）その他

無線式ナースコール，患者呼び出し，離床センサ，微弱な電波を用いる無線機器（徘徊センサ
など）がある．このうち，無線式ナースコール，患者呼び出し，離床センサについては，医用テ
レメータと同様の特定小電力無線局として400MHzの周波数帯が用いられている．無線式ナース
コールは27.4％，離床センサは27.9％の医療機関で導入されている．

Ⅱ－３　医療機関における電波利用管理体制
医療機関内での電波利用機器の管理や運用は，該当する機器の担当部門での運用と管理が行われる

ことが一般的である．例えば，医用テレメータであれば医療機器管理部門（臨床工学部門），電子カ
ルテなどは医療情報部門，携帯電話やPHSは総務部門などで行われている．そのため不適切な使用や
無秩序な導入などにより，電磁障害の発生や医療活動の効率を低下させることになる．

そのため，電波利用機器間での電磁障害などのトラブルの解決策や防止策を検討する場合には，必
要に応じて他部門での管理機器であっても，それぞれの無線システムの情報（使用周波数など）の把
握や情報共有のために，医療機器管理部門，総務部門，医療情報部門，施設管理部門などからなる部
門横断的な管理体制が必要である．臨床工学技士が主に関わるものは医用テレメータであるが，今後
も増え続ける電波利用機器に対応し，安心で安全に電波を利用できる環境を整備するためにも臨床工
学部門および臨床工学技士の役割は重要である．
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１）医療機関内での電波管理体制の構築５）

現在，医療機関内で限られた人員や予算などの制約下で電波の管理を行う新たな専門職を確保
することは厳しい状況にある．そのため，各医療機関の実情を踏まえて，その医療機関の必要に
応じた電波管理の取り組みを実施することが必要である．その際に，各医療機関に設置されてい
る医療安全管理責任者や医療機器安全管理責任者と連携し，電波利用コーディネータ（「医療機
関における携帯電話等の使用に関する指針」ではEMC管理者として記載）や電波利用安全管理
委員会（仮称）を設置するなど，医療機器の安全管理体制と電波管理が整合するような構築と運
用が望ましい．
⑴　電波利用安全管理委員会（仮称）の設置と活動例

電波利用安全管理委員会（仮称：以下，委員会）は，医療機関内での電波の利用に関する
ルールを定め，医療の効率化や高度化に必要となる電波の利用を促進するとともに，医療機関
内で用いる医療機器や通信機器に対する電磁波による影響を抑制し，安全な医療の提供に資す
ることを目的としている．委員会は，電波利用機器の管理・運営を担当する者（電波管理担当
者）などから構成される（図１）．このため，各部門で使用している電波利用機器が相互に影
響する可能性があるため，各部門で持つ情報を共有することで，個別部門では想定し得ないト
ラブルを未然に防止できることや，委員会の運営が円滑で適切なものになることなどが期待さ
れる．また，当該施設内だけでは難しい事象などは，専門家からの助言や参画を得ることも必
要である．委員会の開催は，機器の調達時だけでなく，１年に１回程度の定期的に開催するこ
とが望ましい．

図１　電波利用安全管理委員会（仮称）の全体像（文献５を改編）

〇電波利用安全管理委員会（仮称）の構成員の例
　・医療機器管理者
　　医療機器管理部門，調達部門，テレメータのチャネル管理者など
　・電波利用機器管理者
　　無線LAN等を運用する医療情報部門，テレメータのチャネル管理者
　　医療機器管理部門，施設管理部門など
　・医療機関出入り関係者の管理部門（財務・総務部門など）

この委員会は，以下の活動を行う．
① 医療機関内の電波利用機器および設備等の導入時の運用調整，利用状況の情報収集および管

理に関すること．

電波利用コーチネータ
（EMC管理者）

電波利用安全管理委員会（仮称）

医療システム部門
電波管理担当

設備管理部門
電波管理担当者

臨床工学部門
電波管理担当者

・医用テレメータ
・無線LAN搭載機器
　　　　　　　　など

・電子カルテ
・無線LAN　など

・電気通信設備
・携帯電話、PHS
・無線LAN　など

関連事業者
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②電波の利用に関する管理手法の検討に関すること
③ 関係省庁や関連団体等が公表する電波の医療機器への影響に関する最新情報の収集に関する

こと
④電波の利用に関する注意喚起に関すること
⑤ 職員に対する電波の利用に関する情報の周知啓発（教育および研修）に関することなどである．

⑵　電波利用コーディネータおよび臨床工学部門の役割の例
電波利用コーディネータは，委員会の委員長が担当し，下記の役割を担う．

①委員会を開催すること
②電波管理担当者（次項で説明）からの報告を聴取し，保管すること
③ 複数部門にまたがる電波利用機器の利用状況を把握し，各電波管理担当者からの求めに応じ

て干渉等が発生する恐れの有無について確認すること
④ 電波管理担当者からの対応に不備または欠落等がある場合には，その電波管理担当者に対し

て指導をすること
⑤委員会の内容を取り纏めること
⑥ 必要に応じて，医療安全管理者や医療機器安全管理責任者等とも連携し，電波利用に関する

課題の解決につとめること
⑦委員会の検討結果を定期的に院長へ報告するとともに，医療機関内に周知すること
⑧当該機関における電波利用状況その他に関して外部へ情報発信することなどである．
　 　また，「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」において，電波利用コーディ

ネータ（EMC管理者）に期待される役割として，以下のものが挙げられているが，臨床工
学部門においても同様の役割が十分期待されるところでもある．

①医療機関で使用される無線通信機器・医用電気機器のEMC評価
②電波環境の評価・改善
③携帯電話使用に関する利用者向けルール，医療従事者向けルールの策定
④ 良好なEMC環境を構築するための医療機器および無線通信機器の調達・導入・運用・管理

の体制構築
⑤利用者に対する周知，医療従事者に対する教育
⑥最新の技術情報の継続的収集
　 　この指針では，生命維持管理装置などの高度医療機器を多数使用する特定機能病院等で

は，EMC（電磁両立性）について継続的に取り組む担当者（EMC管理者）が配置されるこ
とが望ましいとされている．また，このEMC管理者には，臨床工学技士，医療機器安全管
理責任者等が兼任することが提案されているが，さらに臨床ME専門認定士など，EMCに関
する知識を有する者の配置が望まれると明記されている．

⑶　各部門での電波管理担当者の確保と機器リストの作成
医療機関内での電波利用機器の管理や運用を担当する部門は，該当する機器の使用用途によ

り複数の部門に分散している場合が多い．このため各電波利用機器の管理部門では，電波管理
について責任を持つ担当者を確保する必要がある．これら担当者が，管理する医療機器などに
関する最新の利用状況，あるいは関連する情報などについて収集し，適切に電波利用機器を利
用するための環境整備に取り組むことになる．

各部門（臨床工学部門など）の電波管理担当者は以下の活動を行う．
①委員会に参加すること
②管理する電波利用機器や設備等の適切な管理，保守・点検に関すること
③関係する製造販売業者との連携に関すること
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④管理する電波利用機器の不具合または不適切な状況（トラブル）への対応に関すること
⑤電波利用機器の導入時の運用調整に関すること
⑥その他電波の利用に関することなどである．
　 　また，医療機関内で利用されている当該部署が管理している電波利用機器および設備等の

設置場所，周波数帯，電波の送信出力，入力感度，法令や規格等への適合状況などを記載し
たリスト（電波管理リスト）を作成することや，各エリアでの電波使用ルールを分かりやす
いマーク等を用いて周知徹底することも重要な役割である．

⑷　機器調達時の連携体制と情報の共有
医療機器や電波利用機器の調達時には下記のことを確認する必要がある．

①電波利用機器の機能の有無
②電磁両立性（EMC）規格への適合の有無
③推奨分離距離（離隔距離）
　※ 推奨分離距離：携帯電話等の通信機器と医用電気機器とをこれ以上近づけて利用しないこ

とが推奨されている距離のこと．
④電波利用機器からの送信周波数と送信出力
⑤当該機器の設置場所周辺にある医用電気機器の把握
⑥電磁障害発生状況の有無に関する調査結果（総務省等のホームページなど）
⑸　トラブル発生時にすべき項目

電波利用機器に関する電磁障害等のトラブルが発生した場合には，状況を把握するために下
記の事項を行う必要がある．
①トラブル発生状況および発生時刻の記録
②トラブル発生時に使用していた周辺機器の有無の記録

【参考文献】
１） 電波環境協議会：“「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」等の公表

について”．電波環境協議会ホームページ．
https://www.emcc-info.net/info/info280404.html,（参照2017－12－２）

２） 電波環境協議会：“医療機関における「電波の安全利用規程（例）」について”．電波環境協議会ホー
ムページ．
https://www.emcc-info.net/info/info290628.html,（参照2017－12－２）

３）電波環境協議会：医療機関における電波利用推進部会　第２次報告書，平成29年６月．
４） 電波環境協議会：“「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」等の公表について”．電

波環境協議会ホームページ．
 http://www.emcc-info.net/info/info2608.html,（参照2017－12－２）

５） 加納　隆：医用テレメータの電波管理における臨床工学技士の役割，クリニカルエンジニアリ
ング，28（10），763－774，2017.

（廣瀬　稔：北里大学医療衛生学部）

－52－



Ⅱ－４　電波利用機器による医療機器トラブル事例と対応
平成28年４月には，電波協議会から「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」１）

（以下，手引き）が公表され，翌年６月には，「医療機関における「電波利用規程（例）」について」２）

も公表され，医療機関での電波利用についての取り組みが急速に進みつつある．本稿では，手引きに
記載されている電波利用機器による医療機器トラブル事例と対応を中心に述べる．
１）医用テレメータ

医用テレメータは，75.1％医療機関で導入されているにも関わらず，その58.6％しか無線チャ
ネル管理を実施していないとう実情３）にある．したがって，電波に関するトラブルとして数多
くの事例が報告されているのが現状である．

一方で，診療報酬で患者の重症度を判断する基準として，重症度，医療・看護必要度がある
が，この評価項目の中に心電図モニタ管理という項目があることにより，この基準をクリアする
ために，不要なモニタが増えている状況も推察される．医用テレメータのトラブル事例として
は，電波が届かない，不適切なチャネル設定，他機器からの電波干渉，近隣の医療機関間での混
信等がある．特に最近では，LED照明からのノイズにより，医用テレメータの受信障害につい
ても報告されているところである．したがって，LED照明等の導入時にも注意が必要となる．ま
た，医用テレメータは電波法の基無線局の免許を必要としない「特定小電力無線局」として定
められ，420MHz帯～ 440MHz帯（バンド１～バンド６）が専用周波数帯として割り当てられ，
480チャネルが設定されている．しかし，3000番台（バンド３）と呼ばれる周波数帯については，
他にクレーンのリモコンや介護病棟の離床センター等のテレコントロール用の用途でも使用する
ことが電波法で正式に認められているため，3000番台（バンド３）については特に他の機器との
混信に注意する必要がある．なお，医用テレメータを使用する病院では，無線チャネル管理者を
必ず置き，その資質としては，工学知識を持つ臨床工学技士が最適任であるとされている４）．
⑴　具体的な電波に関するトラブル事例と対応

医用テレメータにおける電波に関するトラブル事例としては，大きく２つに分けられる．こ
こでは，それぞれ具体的なトラブル事例と対応について述べる．
①医用テレメータのアンテナ設置や使用方法に関する事例
◆電波が届かない

医用テレメータの電波に関するトラブル事例の中で，最も多いトラブル事例が「電波が届か
ない」であり，医用テレメータ導入病院の35.0％が経験していると報告３）されている．電波の
届かない施工・建築的な要因による原因としては，不適切なアンテナ設置や遮蔽物により電波
が遮られてしまう場合等が考えられる．その要因として病室の中にアンテナ配線が施工できな
かったり，病室の扉が金属製のために扉の開け閉めにより電波の受信状態が変わったりする等
が考えられる．これらの対策としては，自施設においてどこの病室まで電波が届くかどうかを
把握することが重要５）である．医用テレメータの導入時には受信状況を確認し，トイレや談
話室等も含めて電波の到達状況を測定し，受信状態の悪い場所では，受信状態を良くする対策
を行う必要がある．改善できないようであれば，そのような病室や場所には医用テレメータを
装着するような患者を入れない等の配慮が必要となる．導入時には医用テレメータを使用する
患者が立ち入る可能性がある場所の電波受信状況を記録に残すとともに，年に１回程度は手引
きを参考に簡易的でも良いので医用テレメータの電波環境測定を実施することが望まれる．ま
た，病棟の車椅子対応トイレ改修時に，たまたま電波の届かない隣の病棟のトイレをモニタ装
着患者が使用した際に，電波切れに気がつかず，心肺停止状態で発見されたような報告６）も
されているため，病棟の一部改修工事等を実施する際にも十分に注意する必要がある．さら
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に，新しく病院を建築する際には，設計段階からテレメータのアンテナの方式や設置場所を検
討し，事前に防火壁等に通線管を通しておく等の対応が必要７）８）となる．しかし，一般的に
は建築工事とテレメータ等の設備類の発注時期は異なるため，病院建築の設計段階から臨床工
学技士が積極的に関わり建築後の病院機能を見据えて，天井裏の配線まで配慮する必要がある．

一方で，病院電気設備の定期点検のため一時的に病院内の一般電源が停電した際に，スタッ
フステーションに設置してあるセントラルモニタのモニタリング波形が全て受信できなくなっ
た事例も報告されている．これは，受信用アンテナ設備には信号増幅のための，アンプ（ブー
スタ）が使用されているが，その電源が一般電源コンセントに接続されていたため，停電時に
受信できなくなったことが原因である．この対策としては，停電時にもモニタリングできるよ
うに，アンプ（ブースタ）の電源を必要に応じて非常電源／瞬時特別非常電源コンセントに接
続するように，医用テレメータ導入時から考慮し，天井裏のアンテナ配線も含めてシステム全
体を把握する必要があると考えられる．

送信機側（この章で言う送信機とは，患者が装着して移動できる携帯型の送信機を指す．）
から電波が届かない原因を考えると，当然送信機の故障がその原因として考えられるが，故障
以外にも10.9％の病院で電池切れに気がつかずに，電波が届かない状況になっていたことを経
験３）している．このような事例は日本医療機能評価機構からも医療安全性情報として注意喚
起９）されている．この事例では，送信機の電池が切れていたため，患者の状態変化に気がつ
かず対応が遅れたことが報告されている．この対策としては，電池交換警報の発生に気づいた
場合には，直ちに交換することや，継続して使用する場合には，曜日を決めて定期的に交換す
る等の対策が必要となる．また，送信機の取り扱い説明書では，電池の種類として通常のアル
カリ乾電池に加えて，再充電可能な充電池が使用可能場合もあるが，充電池を使用する場合に
は，アルカリ乾電池に比べて使用可能時間が短くなることに加えて，電池交換警報が発生して
から実際に電波切れまでの時間が極端に短くなる傾向にある10）11）ために，送信機に充電池を
使用して運用する場合には，定期的に電池交換をする等の対策が必要となる．さらに，送信機
からの送信出力が小さい場合にも電波が届かない現象が発生する．この要因としては，送信機
の劣化や故障等も考えられるが，一部の市販されている送信機では，心電図ケーブルを送信ア
ンテナと兼用しているため，例えば酸素飽和度だけモニタリグしたい状況等で，心電図ケーブ
ルを外してモニタリングをした場合には，送信機側の送信アンテナが無くなることとなり，送
信出力が低下し受信状態が悪くなる事になる．この対策としては，心電図のモニタリングが
不要な場合でも，送信機の心電図ケーブルを接続したまま使用するように運用する必要があ
る．ただし，最新の送信機では，酸素飽和度のケーブルにもアンテナの役割を持たせている機
器もあるため，自施設の送信機の特色を良く把握する必要がある．
◆チャネルやアンプの不適切な設定

チャネル設定間違い（13.4％）のトラブル経験も報告３）されている．チャネル設定間違いに
は，セントラルモニタ側の場合と送信機側の場合がある．セントラルモニタ受信患者間違いと
して，一台の送信機から複数のセントラルモニタの場所に心電図を表示させてしまったため
に，別の患者の心電図を見て患者に治療・処置を行った事例が報告されている12）．この対策と
しては，送信機とセントラルモニタのチャネルが合っているかを確認することが重要であり，
セントラルモニタのチャネル設定手順を整理する必要がある．しかし，可能であれば，セント
ラルモニタのチャネルは臨床工学技士等の専門家以外には設定させないというような運用も効
果的であると考える．一方で，多くの施設では，送信機側のチャネルについては固定して使用
しているのが現状であると考えるが，ある運用ルールに基づいて送信機のチャネルを変更して
中央部門からの貸出を行う場合13）には，夜間，休日等でも同一チャネルの送信機が使用され
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ることがないようにしっかり臨床工学部門内での手順を整理する必要がある．
また，同一チャネルの送信機を使用（8.6％）のトラブルも報告３）されているように，少な

からずそのような事例も見受けられる．これは，無線チャネル管理者の管理外で医用テレメー
タが購入されてしまったり，送信機が故障した際の代替機の入れ替え手順が確立していなかっ
たりしたために発生している．無線チャネル管理者を設置するとともに，Ⅱ－３で述べられた
電波利用管理体制を作ることが重要である．特に，医用テレメータの購入時，故障時や借用
時，また研究用途や診療用途等でその他の電波利用機器を導入する際に無線チャネル管理者に
報告があがる体制を作ることにより，病院内での重複チャネルの使用は避けることができると
考える．

一方で，アンプ（ブースタ）の不適切な設定で受信状態が悪くなることも報告されている．主
として製造販売業者が対応する内容ではあるが，過剰な信号増幅により，信号成分を増幅す
るとともに，ノイズ成分も増幅してしまい，結果的に受信状態が悪くなることが知られてい
る．これを解決するためには，ノイズ成分がどこから発生しているかを調査し，アンプ（ブー
スタ）を適切な数，適切な場所に設置する必要がある．
②他の機器や近隣医療機関からの混信や電波干渉

医用テレメータは電波法で定められた420MHz帯～ 440MHz帯の周波数帯を専有で使用して
いるが，この周波数帯そのもの，もしくは近い周波数帯を使用している機器が近接して使用さ
れる場合には，電波干渉を受ける可能性がある．先にも述べたが，3000番台については，他の
機器でも使用が認められているため特に注意が必要である．3000番台と同じ周波数を使用して
病院内で使用される可能性がある機器としては，離床センサや給食調理設備内の無線式温度管
理システム，分娩監視装置，非観血式血圧モニタ等がある．これらの機器を導入する場合に
は，既存のチャネルと重複していないか確認をする必要がある．

一方で，医用テレメータがノイズ等により電波干渉を受ける可能性がある機器としては，
LED照明，無線LAN機器，ナースコールのＩ/Ｏユニット，地上デジタル放送や衛生放送の配
信ケーブル等が挙げられる．医用テレメータのアンテナ配線とこれらの機器が近接している場
合には，電波干渉を受ける可能性があるので注意が必要である．近年，LED照明からの放射
雑音による医用テレメータの受信障害14）について注目が集まっている．LED照明の全てと言
うわけではないが，一部のLED照明から医用テレメータで使用している周波数帯と同じ周波
数のノイズが放射され，そのようなLED照明がアンテナ配線の近傍に配置された場合に受信
障害が発生する可能性が報告されている．医療機関等では省エネ化が進み，LED照明を廊下
や病室等に設置する事例が増えているが，LED照明に変更した途端に，医用テレメータの受
信状況が悪くなる可能性もあるため，LED照明を導入する際には，LED照明の基盤部分と医
用テレメータのアンテナの設置距離を離したり，ノイズ源とならないようなLED照明を選定
したりする等，計画段階からの配慮が必要となる．ただし，低ノイズ照明器具として販売して
いるLED照明でも，400MHz帯やごく近接した状態でのノイズが大きい場合もあるため注意が
必要である．

また，逆に医用テレメータが他の医療機器に影響を及ぼすような事例も報告されている．具
体的にはカプセル内視鏡に対する電波干渉15）16）である．カプセル内視鏡は電波法第４条第１
項に規定する「発射する電波が著しく微弱な無線局」に該当し，無線局の免許が不要な微弱電
波を使用している．しかし，その周波数帯が医用テレメータのバンド３の周波数帯に近く，カ
プセル内視鏡検査を医用テレメータの近くで実施した際に，カプセル内視鏡からの画像データ
が受信できない事例が報告されている．このようなことから，医用テレメータの出力でも他の
医療機器に影響することがあるということを忘れてはならない．この対策としては，医用テレ
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メータを使用していない場所でカプセル内視鏡検査を実施する，検査実施時に電磁波防護服を
着用する，使用しているテレメータのバンドを変更する等が報告されている．

さらに近隣医療機関からの混信も忘れてはならない．近接する医療機関で，同じ製造販売業
者の医用テレメータを使用して，同じチャネルを使用している場合には，近接する医療機関から
の電波を受信する事例も報告17）18）されており，条件が整えば，1.2km先の医療機関からの電波
の混信が報告されている．この対策としては，単一医療機関だけでは対策することが難しいが，
近隣の医療機関も含めてチャネル管理をする事を考慮する必要があり，製造販売業者等でもそ
のような事実があるということを認識した上で，近隣の医療機関への情報提供を期待したい．

電波は目に見えないためその電波干渉を把握すること自体が困難な場合も多いが，使用され
ている周波数と出力をよく理解して電波干渉の可能性を探る必要がある．臨床工学技士は言う
なれば電波のゴーストハンターである19）．

２）携帯電話20）21）22）

平成９年に不要電波問題対策協議会（現・電波環境協議会）から「医用電気機器への影響を防
止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」23）（以下，旧指針）が公表され，各医療機関
では独自のルールを定めて，院内での携帯電話の使用についての運用がなされてきた．その後15
年以上が経過し，第二世代の携帯電話サービスの廃止や医療機器の電磁的耐性に関する性能の向
上等，社会的な状況が大きく変化してきた．それらを踏まえて，電波環境協議会に設置された「医
療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会」で新たな指針が検討され，平成26年８月19
日に，「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」（以下，平成26年の指針）が公表され
た24）．旧指針では，医療機関内での携帯電話の使用については，医療機関側が認めた区域でのみ
使用可能とされ，手術室，集中治療室等の多くの医療機器を使用する部屋においては電源を切る
こととされていた．また，医療用PHS端末についても，手術室，集中治療室等では電源を切るこ
ととされていた．

一方，平成26年の指針では，その内容が大きく見直され，病室等では使用可能とするととも
に，医療機器からのおおよその離隔距離を設定すべきとして，指針では規格から算出した数値で
ある１mが示されている．しかし，１mはあくまで目安であり，医療機関での実態調査等によっ
て安全性が確保できれば，１mよりも短い距離に設定することも可能である．一方で，手術室，
集中治療室では電源を切ることとされている点については，旧指針と代わりが無いが，医療用
PHS端末についての手術室，集中治療室等での使用は，端末を医療機器の上に直接置くことは禁
止するものの，影響がないことを確認した上で使用可能としている．
⑴　携帯電話の電波の特性１）

平成24年に比較的送信電力の大きい800mWの第２世代の携帯電話のサービスが終了し，現
在では第３世代，第４世代と呼ばれる最大送信電力が250－200mWの携帯電話端末が使用され
ている．携帯電話端末の電波は回線通話の場合には，電波状況が悪いと送信電力が大きくなる
傾向にあり，電波状況が良いと医用テレメータの送信電力である１mWよりも小さくなる場合
もある．一方でデータ通信の場合には，電波状況が良い場合でも，ベストエフォート制御と呼
ばれる制御により，大量のデータを高速に伝送するために，一時的に強い電波を発射する場合
があることにも注意が必要となる．
⑵　携帯電話端末の電波による医療機器への影響

携帯電話端末からの電波による医療機器への影響として，送信電力が大きい場合には影響を
受ける医療機器が増える傾向にあり，小さい場合には，少なくなる傾向にある．また，医療機
器側も製造年により，EMC（Electro－Magnetic Compatibility）規格であるJIS T 0601-1-2を
満たしている版数が違い電磁的耐性に関する性能も違うため，一概に必ずこれが起こると言う
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ような現象があるわけではない．しかし，実験的には平成26年の指針作成の際にも，調査対象
としては限定されたものの生命に関わる医療機器を中心に25台を対象として調査が行われてい
る24）．また，いくつか実際の医療機関からの実験的な報告25）－28）もされている．指針作成の際
の調査24）では，携帯電話端末実機で最大送信出力電力（250mW）を照射した場合に輸液ポン
プで最大18cmの距離で警報音を発生して輸液が停止した事例が報告されている．また，最も
重篤な影響として，血液浄化装置で２cmの距離で補充液の流量が警報の発生が無く増加する
現象が報告されている．体外式ペースメーカでは，ペーシングパルスの抑制等が報告されてい
る．しかし，いずれの現象も10mWに送信出力電力を下げた場合には，現象の消失または発生
距離の減少が見られる．ただし，内蔵スピーカを有する医療機器については，スピーカから異
音の発生が最大で１m以上の距離で発生したことが報告されているが，指針の中では，許容で
きる影響として除外されている．

一方で植込み型医療機器については，ほぼ毎年総務省で行われた調査研究結果29）が公表さ
れ，各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針が見直
されている．平成28年11月の時点の指針30）では，携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部
位から15cm程度以上離すこととされている．この指針は平成25年１月に大きく改正され，従
来の我が国独自の22cmという推奨離隔距離から国際的に採用されている15cmに改められた31）．
⑶　対策

携帯電話端末の電波による医療機器への影響を低減するための対策としては，電波環境を良
くすることと，十分な離隔距離を保つことの２点が挙げられる．平成26年の指針が公表される
までは，医療機関内では携帯電話端末の電源を切るということで，一部の医療機関では対策を
してきたが，現在では，いかに安心・安全に医療機関の中で携帯電話端末を使用できる環境を
作るかということが重要視されている．

電波環境を良くするために，重要なことは自施設内での携帯電話端末の電波の状況を確認に
することである．携帯電話端末の特性として，電波環境が悪いところでは，送信電力が大きく
なるので，そのような環境を作らない事が重要であり，改善できない場合にはその場所での携
帯電話端末の使用を禁止することも運用上必要となる．携帯電話端末を使用した簡易的な電波
環境測定方法については，手引きに記載があるのでそちらを参照いただきたい．また，屋内基
地局装置を設置することも電波環境の改善には効果的であるが，その設置コストが高額とな
り，医療機関における導入の課題となっている．

十分な医療機器と携帯電話端末の離隔距離を保つためには，医療機関内でのルールを定める
必要がある．自施設内で実際に携帯電話端末による医療機器への影響調査を行ったり，公表さ
れているデータから設定したりいくつかの方法が考えられるが，平成26年の指針を参考に使用
できる場所や条件，離隔距離等について携帯電話等の使用に関する合理的なルールが各医療機
関で定められることが期待されている．一方で，携帯電話端末からの電波の送信電力は電波環
境に依存するとともに，医療機器との距離にも依存するために，指針では医療機器の上に携帯
電話端末を置くことを禁止しているので注意が必要である．

また，平成26年の指針には，医療機器メーカに期待される事項として，医療機器のEMCに
ついての推奨分離距離を含めた説明の記載や情報を分かりやすいかたちで提供することが記載
されている．この公表を受けて，独自に携帯電話端末の電波による自社製品の影響を調査して
いる製造販売業者もあるので，製造販売業者に問い合わせ，可能な場合には情報を入手し管理
することも必要である．

さらに，平成26年の指針では，医療従事者向けの携帯電話端末の使用ルールについても言及
されている．基本的には，医療機器への影響の防止に関する教育が十分になされていることを
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前提として，通話等を含めて原則として使用可能とできるとしている．この教育を院内の誰が
担うかという課題はあるものの，医療機器の使用環境に深く関係するため，臨床工学技士とし
て積極的に関わるべき分野であると考える．

３）無線LAN1）24）32）33）

電子カルテの普及や医療系システムの無線化により，多くの医療機関で導入されている．一般
に使用されている無線LAN機器は携帯電話端末よりも送信出力電力が低く，医療機器に影響を
及ぼす可能性は小さいと考えられる32）．無線LANを使用する場合には，医療機器のセンサ部分
や回路基板に密着させての使用を避けるとともに，アクセスポイントと医療機器との間の距離を
できるだけ確保することが必要となる．

一方で，2.4GHz帯を使用する無線LANに対してマイクロ波治療器等からは同じ周波数帯の強
力な電磁波が放射されるため，半径数ｍの範囲で無線LANの通信障害を引き起こす可能性があ
るので注意が必要である．さらに，電子レンジや家庭用コードレス電話等からも影響を受ける可
能性があるため，注意が必要である．最近では，ポータブル放射線機器からの画像転送や輸液ポ
ンプ等にも無線LANが搭載されているので，医療機器の無線LAN機能を使用する場合には，院
内の無線LAN管理者とも連携して導入をする必要がある．

また，患者が持ち込む無線LANルータやスマートフォンのテザリング機能，ゲーム機等によ
り，医療機関内で使用している無線LANに混信等の障害が発生するおそれがあるため，来訪者
が持ち込んだ無線LAN機器の使用制限や医療機関側で一般来訪者用LANを整備する等の対策を
講じる必要がある．
４）その他

その他，医療機器への影響を与える可能性のある電波を利用する機器としては，PHS，非接触
ICカードシステム，電子商品監視機器，RFID機器，高周波利用設備，トランシーバ等が挙げら
れる．基本的には，その送信出力電力や周波数を把握するとともに，総務省等により参考となる
文献１）－３）24）30）34）－36）が公表されているためそちらを参照いただきたい．
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Ⅱ－５　新たな電波利用機器と医療機器安全管理における課題
今後，医療機関で電波を利用する機会はより一層増加していくと考えられ，安心・安全に電波を利

用できる環境を医療機関内で整えることが重要である．しかし，電波に関するトラブル等の発生原因
や対応策等に関する情報が不足し，電波及び電波管理等に関する知識を持つ医療従事者が少ないこと
が課題である．また，医療機関内での部門横断的な電波管理体制の不備も指摘されているところで
ある．このような課題を解決するために，電波環境協議会では手引き１）を公表するとともに，継続
的な人材育成についても力が入れられている．これらの課題を解決するためには，医療機関内での
電波利用状況の把握とリスク対策が重要となる．臨床工学技士として電波を利用する医療機器だけで
なく，電波を利用するそれ以外の機器についても関係部署と連携し医療機関内での導入状況を把握す
ることに努める必要があると考える．また，新たな電波利用機器を導入する場合には，医療機器へど
のような影響があるか，医療機器から他の機器へどのような影響を与える可能性があるかを把握し，
必要に応じて影響調査や離隔距離の設定等を行う必要がある．また，電波環境の調査や電波利用に関
する院内のルール作りにも積極的に関与し，医療機関全体の医療機器の安全管理に資する役割を担う
必要があると考える．さらに，一部の医療機器（超音波メス，電気メス，マイクロ波治療器等）は，
電波法に定められる高周波利用設備に該当し，漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれが
あるため，設置前に申請し許可を受ける必要がある．また，許可を受けた設備を変更（増設，撤去，
設置場所の変更等）する場合にも手続きが必要となるため，高周波利用設備に該当する医療機器を導
入・変更する場合には申請手続きを怠らないようにする必要がある．さらに，臨床工学技士としては
電波に関する院内教育にも積極的に関わる必要があると考える．

しかし，一方で，2011年の時点で，全国の65％以上の病院では臨床工学技士の配置がなされておら
ず，特に病床数の少ない病院では，臨床工学技士の配置割合が少ない状況３）４）５）にある．医療機器
の安全管理の中心であり，電波利用機器についても造詣の深い臨床工学技士の配置状況はまだまだ十
分であると言える状況にはない．さらに，臨床工学技士が配置されていても，１名以下（常勤換算）
の配置状況である病院が2011年で23.2％３）４）である．当然，臨床工学技士の配置が全国的に進むこ
とで，医療機関において電波利用機器を安心・安全に使用できる環境が整えられることは言うまでも
ない．しかし，病院経営上人員を雇用する経費が十分に確保できない状況にもある．全国の医療機関
全てにおいて医療を受ける患者さんが，電波利用機器を安心・安全に使用できる環境を構築するため
には，臨床工学技士が積極的に医療機関内での電波管理に関わるとともに，臨床工学技士が雇用され
ていない医療機関でも職種に関わらず利用できるような教材の開発や人材育成が急務であると考え
る．患者さんが安心して医療を受けられるような社会的な環境の整備をいかにして実現するかという
点についても臨床工学技士の力が発揮できる分野であると考える．

電波を使用する機器と医療機器の安全管理は目に見えない分高度な知識が要求される．電波環境
協議会からの指針や手引では，EMCに関する体制の充実として，EMC管理者の配置や電波利用コー
ディネータ（電波管理責任者）についても言及されている．近い将来，臨床工学技士や臨床ME専門
認定士等を中心に各医療機関でのEMC管理，電波の管理に関する積極的な取り組みが期待されると
ともに，本指針を参考に各医療機関での電波の安全使用に関する取り組みが進むことを期待したい．
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